
様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 市民・文化スポーツ部 

スポーツ振興課 

(公益財団法人福島市

スポーツ振興公社) 

報告書ページ ２９ページ １（１） 区 分 
○ 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

監事の理事会への出席と議事録への署名 

 

過去３年の理事会への監事の出席状況を確認した結果、監事が出席して

いない理事会が１回、出席監事が議事録に押印していない理事会が３回あ

った。監事は理事会への出席義務があり、議事録への記名押印が必要であ

る。（要約） 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１０１条第１項 

理事会運営規則第１２条第１項 

講じた措置の

内容 

理事会の開催にあたり、監事より監査を受けて、当日の出席を重視しな

かったことは、職員の関係法令・当公社規則に対する理解不足から発生し

た問題であると考えられます。 

このため、職員の全体会議などの機会を捉え、理事会・評議員会など法

令及び当公社の定款等に基づく重要な会議の開催はもちろん、日常の業務

遂行にあたり、法令及び規則に基づき業務を遂行しているという職員の自

覚を喚起し、関係法令等の定めを充分に理解して業務を行うよう徹底し、

法令及び公社定款等の遵守に努めてまいります。 

なお、今後においては、監事の出席及び議事録への記名押印を徹底する

こととし、平成３０年１１月５日の臨時理事会より改善を図っておりま

す。 

また、平成３０年１２月より公益法人の実務全般に関する指導専門の

「全国公益法人協会」に準会員登録いたしましたので、電話やＦＡＸによ

り、協会の専門家への相談が可能な準会員無料の相談室を活用し、事務に

疑問点がある場合は、積極的に法的根拠や他公社の事例等を確認して事務

を進めてまいります。 

さらに、同協会では、公益法人の実務全般に関する各種セミナー等を全

国各地で開催しておりますので、毎年計画的に職員研修として関係職員に

受講させ、職員の専門的知識の向上に努めて参まいります。 

※平成３０年度参加セミナー 

平成３１年１月１７・１８日に開催された「第４７回公益・一般法人新春

特別セミナー」に総務企画係長出席。 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 市民・文化スポーツ部 

スポーツ振興課 

(公益財団法人福島市

スポーツ振興公社) 

報告書ページ ２９ページ １（２） 区 分 
 指摘 

○ 意見 

指摘等の内容 

理事会の決議事項 

 

毎年５月下旬の理事会において定時評議員会の開催に係る決議が行わ

れているが、評議員会開催の場所及び議事内容が議事録に記載されていな

い。理事会議事録にもこれらを明記することが望ましい。（要約） 

 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１８１条第１項 

定款第４０条第１項（１） 

講じた措置の

内容 

理事会及び評議員会の事務処理にあたり職員の関係法令や当公社定款

等に対する理解不足から発生した問題と考えます。今後は、理事会におい

て定時評議員会の開催に係る決議についても、議事録に記載することと

し、平成３０年１１月５日の臨時理事会の議事録より改善を図っておりま

す。 

理事会・評議員会議事録の作成にあたっては、関係法令や当公社定款等

を確認し、適正な議事録を作成するよう十分なチェックを行い、記載内容

等について法令遵守に努めてまいります。 

 また、平成３０年１２月より公益法人の実務全般に関する指導専門の

「全国公益法人協会」に準会員登録いたしましたので、電話やＦＡＸによ

り、協会の専門家への相談が可能な準会員無料の相談室を活用し、事務に

疑問点がある場合は、積極的に法的根拠や他公社の事例等を確認して事務

を進めてまいります。 

さらに、同協会では、公益法人の実務全般に関する各種セミナー等を全

国各地で開催しておりますので、毎年計画的に職員研修として関係職員に

受講させ、職員の専門的知識の向上に努めてまいります。 

※平成３０年度参加セミナー 

平成３１年１月１７・１８日に開催された「第４７回公益・一般法人新春

特別セミナー」に総務企画係長出席。 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 市民・文化スポーツ部 

スポーツ振興課 

(公益財団法人福島市

スポーツ振興公社) 

報告書ページ ２９ページ １（３） 区 分 
○ 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

役員候補者の適格性確認 

 

理事及び監事並びに評議員候補者の選任決議を行うに当たり、適格性を

確認した上で役員の候補者としているのであれば、その旨を議案書等に明

記すべきである。（要約） 

 

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第６５条 

定款第１６条第２項、第３０条５～７項 

講じた措置の

内容 

役員の選任決議を議題とする際には、役員候補者の適格条件を確認し、

候補者を提案しておりましたが、議案書に適格条件を明記する必要性を認

識していなかったため記載がもれたものです。 

このため、今後の役員改選にあたっては、関係法令や当公社定款等をよ

く確認し、関係法令等及び当公社定款等の定めを遵守し必要事項を記載す

ることとし、令和元年５月１７日の臨時評議員会より改善を図っておりま

す。 

また、平成３０年１２月より公益法人の実務全般に関する指導専門の

「全国公益法人協会」に準会員登録いたしましたので、電話やＦＡＸによ

り、協会の専門家への相談が可能な準会員無料の相談室を活用し、事務に

疑問点がある場合は、積極的に法的根拠や他公社の事例等を確認して事務

を進めてまいります。 

さらに、同協会では、公益法人の実務全般に関する各種セミナー等を全

国各地で開催しておりますので、毎年計画的に職員研修として関係職員に

受講させ、職員の専門的知識の向上に努めてまいります。 

※平成３０年度参加セミナー 

平成３１年１月１７・１８日に開催された「第４７回公益・一般法人新春

特別セミナー」に総務企画係長出席。 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 市民・文化スポーツ部 

スポーツ振興課 

(公益財団法人福島市

スポーツ振興公社) 

報告書ページ ３０ページ ２ 区 分 
○ 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

中央市民プールの修繕費に係る指定管理料の精算処理 

 

指定管理料の年度末精算時に、中央市民プールの修繕費として計上され

ていた経費の一部に、十六沼公園の給水管及びポンプ等の修繕工事が含ま

れていた。このような他の施設の修繕に係る予算の流用は厳に慎むべきで

あり、早急な改善が必要である。（要約） 

 

講じた措置の

内容 

当該工事は、十六沼公園のグラウンド使用のため必要不可欠な散水作業

を行うために早急な対応が必要な修繕工事でしたが、年度末であったこと

から、十六沼公園の修繕料の予算が不足していたため、市担当の保健体育

課（当時）と協議し、指定管理上は慎むべき支出行為ではありましたが、

工事の緊急性を優先し、中央市民プールの修繕料から流用し、修繕工事を

実施したものです。 

平成３１年度からの指定管理におきましては、基本協定書の内容を遵守

し、指定管理料における修繕料が不足した場合であっても、協定書を跨ぐ

予算の流用等は厳に慎みます。また、１件５０万円以上の修繕については

市（５０万円未満は指定管理者）が行うことを市、公社双方であらためて

確認しました。 

今後におきましては、日常的に施設の点検を行う中で、修繕箇所を早期

に発見し、予算の範囲内で補修対応することにより、修繕料を抑えるとと

もに、１件５０万円を超える大規模な修繕が必要な部分については、早急

に市担当課へ報告し、緊急的な対応が必要となる不具合が極力発生しない

よう意を用い、適切な施設管理を行ってまいります。 

市におきましては、年度末に予算が不足した状況で緊急的な修繕が必要

になった場合についての対応に意を用いてまいります。 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 市民・文化スポーツ部 

スポーツ振興課 

(公益財団法人福島市

スポーツ振興公社) 

報告書ページ ３１ページ ３ 区 分 
○ 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

会計システムの更新 

 

使用中のパッケージソフトウエアに係る保守契約の終了後、契約を更新

していないが、不具合等に対応するために、会計システムの変更や保守契

約の締結を行うべきである。（要約） 

講じた措置の

内容 

従来使用していたパッケージソフトウエアは、公社設立時から使用して

いるもので、平成２４年１１月からは保守契約を締結せず使用しておりま

した。旧システムにおいては、システムから直接、支出伺や振替伝票が出

力されず、エクセルで作成した支出伺・振替伝票で決裁を得た後に、手入

力でシステムへ入力するという非効率的な運用となっておりました。 

このため、新たな会計パッケージソフトの導入の必要性は認識しており

ましたが、今回のご指摘も踏まえ、新たな公益財団法人向け会計パッケー

ジソフト及び給与計算用パッケージソフトを公社の自主財源により１２

月に契約し、平成３１年度当初から運用を開始しております。 

運用に際しては、１月からメーカーの講習や当公社予算科目の入力など

を行い職員の習熟を図り、システムと別に伝票作成用にデータを入力する

手間を省くため、システムから出力される様式を一部カスタマイズし、そ

の他の様式も含め、定款を改正する議案を２月と３月に開催した理事会及

び評議員会に提出し、承認を得ております。 

また、本契約につきましては、保守契約も含んでおりますので、今後の

消費税率の改定や法人に関する法律の改正等に対するシステム上の対応

や運用上の問題等に対してメーカーのサポートを得てのシステム改修が

可能となっております。 

なお、システムの導入にあたり、公益法人会計への対応が必要となる市

の外郭団体との共同購入・保守契約を行うことについては、検討課題が多

くあることから、当公社単独での導入としたものであります。 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 

 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 市民・文化スポーツ部 

スポーツ振興課 

(公益財団法人福島市

スポーツ振興公社) 

報告書ページ ３２ページ １ 区 分 
○ 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

会計処理の適時性と会計帳簿の作成 

 

会計処理入力が適時に行われておらず、決算時の会計処理の一部に会計

システムに入力されていないものが見受けられるため、早急に改善すべき

である。（要約） 

 

講じた措置の

内容 

従来使用していたパッケージソフトウエアは、公社設立時から使用して

いるもので、平成２４年１１月からは保守契約を締結せず使用しておりま

した。旧システムにおいては、システムから直接、支出伺や振替伝票が出

力されず、エクセルで作成した支出伺・振替伝票で決裁を得た後に、手入

力でシステムへ入力するという非効率的な運用となっており、データ入力

作業が二度手間となり、作業の負担が大きく、また、平成３０年３月３１

日で事務局長兼スポーツ推進課長の退職、担当職員の異動、管理している

施設の指定管理者終了に伴う指定管理者応募の準備など事務処理が重な

り、システムへの入力が遅れたものです。 

こうした状況を改善するため、新たな公益財団法人向け会計パッケージ

ソフト及び給与計算用パッケージソフトを公社の自主財源により１２月

に契約し、平成３１年度当初から運用を開始しております。新たなシステ

ムでは、直接システム端末にデータを入力すれば決裁用の支出負担伺と振

替伝票が作成可能であり、職員は入力作業が減り事務の負担軽減が図るこ

とができ、決裁の時点で上司も入力の終了が確認でき、ミスの削減にもつ

ながるものと考えます。 

併せて、データ入力後は、システムより法定の会計帳簿類が出力可能と

なり、また、職員についても平成３１年度新採用職員に簿記資格取得者を

２名採用し、会計事務担当職員の充実を図っております。 

 

  

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 

 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 市民・文化スポーツ部 

スポーツ振興課 

(公益財団法人福島市

スポーツ振興公社) 

報告書ページ ３２ページ ２ 区 分 
○ 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

定期預金（資産）の過大計上 

 

平成３０年３月末日の貸借対照表において、定期預金残高の過大計上に

より、資産が 13,881千円過大に計上されていた。年度末には銀行残高証

明書を入手して、勘定残高と照合すべきである。（要約） 

 

 

講じた措置の

内容 

今回の誤りは、年度末における勘定残高と通帳や預金証書、銀行残高証

明書等との突合を行わなかったことによるものであります。 

今後、このような誤りをなくすため、決算書類の作成時はもちろん、日

頃より公認会計士から充分な指導を受け、事務内容を充分理解して事務を

進めるとともに、経理事務の効率化を図り、複数でのチェック作業を容易

にするため、市と協議のうえ、昨年１２月より、新たな公益法人用会計シ

ステムを導入し、この４月から運用を開始しております。 

新たなシステムでは、直接システム端末にデータを入力すれば決裁用の

支出負担伺と振替伝票が作成可能であり、職員は入力作業が減り事務の負

担軽減が図ることができ、決裁の時点で上司も入力の終了が確認できミス

の削減につながるものと考えます。 

なお、指摘があって以後、平成３０年１１月５日の臨時理事会、同年  

１１月１５日の臨時評議員会において、決算内容を修正するとともに、 

平成３０年度の年度末の決算処理については、勘定残高と通帳、預金証書、

銀行残高証明書との突合を行っており、担当者のみならず、役席者におい

ても確認を行っております。また、職員体制については、平成３１年度の

新採用職員に簿記資格取得者を２名採用し、経理事務担当職員の充実を図

っております。 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 市民・文化スポーツ部 

スポーツ振興課 

(公益財団法人福島市

スポーツ振興公社) 

報告書ページ ３４ページ ３ 区 分 
○ 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

未払金の二重計上 

 

平成３０年３月末退職者の退職金が未払金と未払退職金に二重計上さ

れており、負債が 13,881千円過大に計上されていた。なお、この負債の

過大計上は、定期預金の過大計上に対応するものである。（要約） 

 

 

講じた措置の

内容 

今回の誤りは、年度末における勘定残高と通帳や預金証書、銀行残高証

明書等との突合を行わなかったことによるものであります。 

今後、このような誤りをなくすため、決算書類の作成時はもちろん、日

頃より公認会計士から充分な指導を受け、事務内容を充分理解して事務を

進めるとともに、経理事務の効率化を図り、複数でのチェック作業を容易

にするため、市と協議のうえ、昨年１２月より、新たな公益法人用会計シ

ステムを導入し、この４月から運用を開始しております。 

新たなシステムでは、直接システム端末にデータを入力すれば決裁用の

支出負担伺と振替伝票が作成可能であり、職員は入力作業が減り事務の負

担軽減が図ることができ、決裁の時点で上司も入力の終了が確認でき、ミ

スの削減につながるものと考えます。 

なお、指摘があって以後、理事会・評議員会において、決算内容を修正

するとともに、平成３０年度の年度末の決算処理については、勘定残高と

通帳、預金証書、銀行残高証明書との突合を行っており、担当者のみなら

ず、役席者においても確認を行っております。   

また、職員体制については、平成３１年度の新採用職員に簿記資格取得

者を２名採用し、経理事務担当職員の充実を図っております。 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 

商業労政課 

(株式会社福島まち

づくりセンター) 

報告書ページ ４０ページ １ 区 分 
〇 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

中長期の経営計画及び資金計画の策定 

 

最大の収益物件であるＭＡＸふくしまの将来の大規模修繕と資金収支

を加味した中長期の収支見込に基づき、正式な中期経営計画及び資金計画

を策定すべきである。また中長期の経営計画にもとづく資金計画により金

利が高い借入金（2.5～1.35％）を優先的に繰り上げ返済することを検討す

べきである。（要約） 

 

講じた措置の

内容 

以前より内部資料で主に修繕計画を軸とした中長期の計画は作成して

いたが、変動事項が多い為、取締役会に正式には示していませんでした。 

 今後は、必要な費用は再度見積もりを取り、中長期計画を作成し取締役

会で承認を得ることとし、第１１９回取締役会で承認を得ました。なお、

繰り上げ返済については中長期計画の中で、キャッシュフローの動きも鑑

み、当面は繰り上げ返済しないこととしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 

商業労政課 

(株式会社福島まち

づくりセンター) 

報告書ページ ４０ページ ２（１） 区 分 
 指摘 

〇 意見 

指摘等の内容 

重要な出資に係る取締役会決議 

 

平成 27 年 6 月 8 日開催の取締役会議事録において、上町開発株式会社

への出資の件が記載されている。ただし、これは決議事項ではなく、「2.

その他」の事項としての報告事項の取り扱いとなっている。 

取締役会の規定上は決議事項とすべき対象となるか否かが明確ではな

いが、本件の出資額は 1,500 千円にとどまるが、出資比率は 14％であるこ

とから、取締役会において決議事項とすることが望ましいと考える。 

 

 

 

 

講じた措置の

内容 

取締役会での報告のみで、決議を必要と考えていなかったため、報告事

項として処理しました。今後は出資事項に関しては決議するようにしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 

商業労政課 

(株式会社福島まち

づくりセンター) 

報告書ページ ４１ページ ２（２） 区 分 
 指摘 

〇 意見 

指摘等の内容 

計算関係書類の取締役会及び株主総会での承認 

 

毎年 5月に開催される取締役会議事録及び 6月に開催される定時株主総

会の議事録によると、毎回、計算関係書類として「純売上高内訳書、販売

費及び一般管理費」の書類が承認されている。しかしながら、これらの書

類は会社法に定める計算書類には該当しないため、取締役会及び株主総会

での承認は不要である。なお、議案の参考書類として配布あるいは説明す

ることは特に問題ない。 

 

 

 

講じた措置の

内容 

作成資料及び議事進行の流れでまとめて承認決議を得ていました。 

今後は参考資料として配布し、承認決議は行わないこととし、第１１９

回取締役会ではそのような議事進行をおこないました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 

商業労政課 

(株式会社福島まち

づくりセンター) 

報告書ページ ４１ページ ２（３） 区 分 
 指摘 

〇 意見 

指摘等の内容 

役員候補者の取締役会での承認 

 

平成 28 年 5 月 30 日に開催された取締役会では株主総会の議案として

取締役選任及び監査役選任に関する事項があり、平成 30 年 5 月 31 日に開

催された取締役会では総会の議案として取締役選任に関する事項がある。

しかし、いずれの取締役会においても、取締役や監査役の候補者を選任す

る決議がなされていない。会社法上の明文規定はないが、株主総会に議案

を上程する前提として、取締役候補者または監査役候補者に関しては、取

締役会での承認を得ることが望ましい。 

 

 

 

講じた措置の

内容 

取締役会での事前の承認決議が必要と考えていなかったため、株主総会

での承認決議のみとしていました。 

今後は取締役会で決議することとし、第１１９回取締役会では資料を提

示し承認を得ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式３ 

包括外部監査の結果に係る検討報告書 

（現行の事務処理が適当であると判断したもの） 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 

商業労政課 

(株式会社福島まち

づくりセンター) 

報告書ページ ４１ページ ３（１） 区 分 意見 

意見の内容 

配当金の基準設定 

 

平成 30 年 3 月期以前の過去 4 年間で、配当金が以下の通り支払われて

いる。株主への配当は当期純利益の 10％程度を目処として実施していると

のことだが、明確な基準はない。前述の中長期の計画を踏まえて、配当の

基準または基本方針を定めて文書化することが望ましいと考える。 

 

年度 当期純利益（千円） 配当金（千円） 

平成27年3月期 22,777 2,000 

平成28年3月期 19,202 2,000 

平成29年3月期 15,368 1,500 

平成30年3月期 17,620 1,000 
 

検討内容 

配当の決定は業績を鑑み、取締役会で承認後、株主総会で決議していま

した。 

今後の文書化については、社長を含めた社内会議で議論し、司法書士等

とも相談の上、近年は配当を実施していたが今後定常的な配当は困難な場

合が発生すると判断し、その期の業績を勘案し取締役会での決定とするこ

ととしました。 

なお、第２４期の配当については、営業状況を鑑み、第１１９回取締役

会にて無配の承認を得ました。 

 

 

 

(1) 意見の内容欄は、監査の結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に  

（要約）と記載すること。 

(2) 検討内容の欄は、改善策について検討したものの、現行の事務処理が適当であると判

断した理由、見解等を記載すること。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 

商業労政課 

(株式会社福島まち

づくりセンター) 

報告書ページ ４１ページ ３（２） 区 分 
 指摘 

〇 意見 

指摘等の内容 

株主優待制度の基準設定 

 

株主優待として毎年 1,005,000 円の加盟店共通お買物券を発行してい

る。平成 30 年 3 月期を含む過去 3 期間のお買物券の発行実績を通査する

と、持株数に応じて以下の通りとなっているが、その基準が明確ではない。

また、福島市、商工会議所、金融機関についてはお買物券を発行しておら

ず、菓子折のみとしている。本来、会社法の株主平等の原則にたてば、株

主に対する優待策は同一基準とするべきであり、その基準を明文化するこ

とが望ましい。 

次に、本件の実施に関しては「例年通り」として部長会で決定してい

るとのことだが、部長会は議事録が作成されないため、会社としての意思

決定プロセスが明確でない。株主優待策という内容からすると、まず、そ

の基準を文書化し、以後の運用･実施に関しては取締役会への報告事項とす

ることが望ましい。 

 

保有株式数（株） お買物券発行額（円） 

20 30,000 

30～40 45,000 

60 以上 60,000 
 

講じた措置の

内容 

株主優待については、規定が無かった為、社長等を含む社内会議で決定

していました。 

今後は、取締役会で決議承認された株主優待規定を作成することとし、

第１１８回取締役会にて承認を得ました。なお、株主に対する優待策は同

一とするため、お買物券に統一としました。また今後は取締役会の報告事

項で報告することとしました。 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 

商業労政課 

(株式会社福島まち

づくりセンター) 

報告書ページ ４２ページ ４ 区 分 
〇 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

決裁規程の遵守 

 

テナントの内装工事（3B 工事）11,016,000 円（税込）を実施するに当

たり、稟議書承認により意思決定を図っているが、総務部長までの回覧･

承認に留まっている。当社の決裁規程によれば、事務執行責任者の専決事

項は 100 万円未満の契約なので、当該工事の契約は社長及び常務の承認が

必要であるにも関わらず回覧されていない。決裁規程に基づき必要な承認

手続を踏んだ上で取引を行うべきである。 

 

 

講じた措置の

内容 

事務的ミスで決裁が抜けている稟議がありました。 

今後は規程に基づき、稟議を行うことを徹底します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 

商業労政課 

(株式会社福島まち

づくりセンター) 

報告書ページ ４２ページ ５ 区 分 
〇 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

パソコンのセキュリティ管理 

 

当社の社員数は平成 30 年 3 月末で正社員が 11 名と少なく、パソコンは

1 人 1 台貸与されているとのことだが、利用者ＩＤの設定はなくパスワー

ドを設定しているのみとのことである。また、インターネットバンキング

専用に使用している共用パソコンが 1 台あるが、パソコン立ち上げ用のパ

スワードが設定されていないとのことである。 

セキュリティレベルを上げるため、貸与ＰＣそれぞれにＩＤを設定すべ

きである。特にインターネットバンキング用のパソコンは不正やハッキン

グなどのリスクが高いため、ＩＤとパスワードの設定は必須であり、当該

パソコンを使用できる者を限定すべきである。 

 

講じた措置の

内容 

インターネットバンキングはそのソフトにパスワードが設定されてい

たので、設定していませんでした。 

指摘後、パソコンを変更し、パソコン自体にもパスワードを設置しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 

商業労政課 

(株式会社福島まち

づくりセンター) 

報告書ページ ４２ページ １ 区 分 
 指摘 

〇 意見 

指摘等の内容 

未収入金と売掛金の区分 

 

テナントが負担する内装工事（3B 工事）の代金について、テナントか

ら収受する金額 11,016,000円が平成 30年 3月期の売掛金残高として計上

されている。しかし、これは売上計上に伴う金銭債権ではないため、売上

債権である売掛金ではなく未収入金として計上することが適切である。 

 

 

講じた措置の

内容 

事務的ミスで勘定科目の間違いが発生しました。 

決算後であった為、税理士との協議の結果、指摘部分を遡って修正する

のは困難と判断しました。 

今後は、指摘通りの会計処理をすることとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 

商業労政課 

(株式会社福島まち

づくりセンター) 

報告書ページ ４２ページ ２ 区 分 
 指摘 

〇 意見 

指摘等の内容 

割賦未払金の長短区分 

 

流動負債の未払金に計上されている MAX 福島の自動火災報知設備・非

常用放送設備は、支払期間が 2018/3/20～2026/2/25 までの 96 回払いであ

り、平成 30 年 3 月期末時点の残支払回数は 95 回である。 

これは設備工事の割賦による支払であるため、固定負債に計上している

リース債務の一部と同様に、決算日から1年内に支払予定の金額5,267,592

円（406,450 円×1.08×12 ヶ月）のみを流動負債に計上し、残りの金額

36,434,178 円（406,450 円×1.08×83 ヶ月）については固定負債に計上

することが適切である。 

 

講じた措置の

内容 

事務的ミスにより計上漏れが発生しました。 

指摘に基づき、第２４期の決算より、１年以内の支払予定の金額は流動

負債に計上し、残りの金額は固定負債（長期未払金）に計上しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 

商業労政課 

(株式会社福島まち

づくりセンター) 

報告書ページ ４３ページ ３ 区 分 
〇 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

未払費用の計上 

 

借入金の返済及び利息の支払は毎月末に行っている。しかし、平成 30

年 3 月 31 日は土曜日であり金融機関休業日のため、翌営業日の平成 30 年

4 月 2 日に借入金の返済及び利息の支払を行っている。 

このようなケースで未払計上を行わない場合は、支払が翌期にずれ込ん

だ平成 30 年 3 月期決算での支払利息は 11 ヶ月分の計上にとどまり、翌年

度、すなわち平成 31年 3月期決算では 13ヶ月分の支払利息が計上される。

このため、決算数値の期間比較可能性確保のために、発生主義に基づいて

決算期末において 1 ヶ月分の支払利息 482,703 円を未払計上すべきであ

る。 

 

講じた措置の

内容 

事務的ミスで計上漏れが発生しました。 

決算後であったため、税理士と協議の結果、指摘部分を遡って修正する

のは困難と判断しました。 

今後は指摘通りの会計処理をすることとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 

商業労政課 

(株式会社福島まち

づくりセンター) 

報告書ページ ４３ページ ４ 区 分 
〇 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

賞与引当金の計上 

 

現状では賞与引当金が計上されていないが、決算期末の 3 月までに既に

支給対象期間が経過している部分については、発生主義に基づいて賞与引

当金を計上すべきである。当社の給与規程によると、前年 12 月から当年 5

月までの賞与が 6 月に支払われるため、3 月決算では 4 ヶ月分の支給対象

期間が経過している。 

したがって、平成 30 年夏季賞与 3,954,500 円に 15％の社会保険料相当

額を加えた金額の 4/6 の 3,032 千円が、平成 30 年 3 月期末において引当

計上すべき金額となる。 

 

講じた措置の

内容 

引き当てる認識がありませんでした。 

今後は賞与引当金を計上することとし、第２４期決算より実施しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 

商業労政課 

(株式会社福島まち

づくりセンター) 

報告書ページ ４３ページ ５ 区 分 
〇 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

修繕引当金の計上方法 

 

賃貸ビルの大規模修繕に対する修繕引当金の計上は一般的ではなく、平

成 30 年 3 月期までの修繕引当金に係る会計処理は適切ではない。ただし

当社の事業実態からすると、大規模修繕に備えて毎期一定額の引当計上を

行うことは、会社の経営実態をより適切に示すことにつながり、有益な会

計情報となり得るため、引当金の会計処理を見直すべきである。（要約） 

講じた措置の

内容 

計上金額については、当初の計画の中で概ね建築年数が２０年～２５年

目にかかる計画的な修繕費を目途に、会社経営リスクをより適切に示す為

に計上していました。今後は建物を維持するための修繕費を中長期計画の

中で再度精査することとしました。この際計上する金額は「機能等を向上

させ資産価値を高める修繕でないもの」「経年劣化等当期以前に原因があ

るもの」「修繕の発生が高いもの」「金額を合理的に見積もることができる」

の４点に該当するものとしました。その結果、2019 年～2021 年では、最

低１億１千万円の設備の修繕が必要であり、今後発生するが外的環境で大

きく劣化度合いが変化し正確な見積書の発行が困難な建物外壁・躯体の修

繕も建設業者からの一般的な金額をヒアリング（面積等から計算）した屋

上防水５千万円、外壁１億円～１．５億円という金額を合わせると合計３．

１億円が建物を維持していく修繕を実施する上で必要であることとなり

ました。この修繕額を目途に一定金額を修繕引当金として計上することを

確認しました。その金額は利益操作と誤解を受けないように、中長期計画

の中で計上できる現実的な金額を決め、原則一定額の引当計上を行うこと

としました。なお、設備の劣化具合や営業しながらの工事となることをも

考慮しながら、適時工事を実施していきます。 

なお、第１１９回の取締役会にて工事時期や引当金を盛り込んだ中長期

計画書の承認を得ました。 

また、平成３０年度においては引当対象の工事が発生し、引当金を一部

取り崩しました。今後も建物の引当対象とする工事内容を分かりやすく開

示し、建物を維持する修繕を実施できなくなることが無いような運営に努

めます。 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式３ 

包括外部監査の結果に係る検討報告書 

（現行の事務処理が適当であると判断したもの） 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 

商業労政課 

(株式会社福島まち

づくりセンター) 

報告書ページ ４５ページ １ 区 分 意見 

意見の内容 

ももりんポイントカードの有効期限 

 

ももりんカードのポイントには有効期限がなく、未回収のポイントは金

額換算で１１３，９８０千円に達しているが、滞留ポイントが多数あると

推定される。新規に発行するカードのポイントには有効期限を設けること

が望ましい。（要約） 

検討内容 

弊社のポイントカードは設立当初に全国で実施されている商店街共通

のポイントカードの方式を導入（千歳烏山方式）して事業を開始しました。

当時はそのシステムがポイントの有効期限がない方が市民にも受け入れ

やすく、個店支援にもつながるという考えであった為、弊社のポイントカ

ードも有効期限無しで実施しています。指摘後、現在の機械はカードにそ

もそも期限をつける機能がないため、期限をつけられるリライト式機械と

リライト式カードを業者に見積依頼したところ機械１台１５万円程度、カ

ードは１枚２８０円程度という回答を得ました。そして、基本的な構成と

して機械を１８０台、カード４万枚作成するだけで３８,０００千円程度

かかってしまうことが分かりました。また、社長を含めた社内会議では、

「他のカードとの競合が益々激しくなる中、有効期限を設けることは加盟

店や利用者から相当な反発が予想され、本来の顧客を増やすという個店支

援の趣旨からずれる可能性がある」という見解になりました。よって、経

費面と目的面から検討して、今のタイミングでは期限をつけることはしな

いこととしました。しかしながら、今後、期限も含めたカードシステムの

リニューアルについては研究していくこととしました。 

 

 

 

(1) 意見の内容欄は、監査の結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に  

（要約）と記載すること。 

(2) 検討内容の欄は、改善策について検討したものの、現行の事務処理が適当であると判

断した理由、見解等を記載すること。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 
観光コンベンション推進室 

（株式会社飯野町振興公社） 

報告書ページ ５０ページ ３（１） 区 分 
○ 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

取締役会の開催頻度 

 

取締役会が開催されるのは、通常は年 2 回、11 月と 5 月である。しか

し、会社法では 3 カ月に 1 回以上の頻度で取締役は職務執行報告を行う

こととされており、法令に準拠した取締役会運営がなされていない（会社

法第 363 条第 2 項）。 

 

 

 

講じた措置の

内容 

当社の取締役会に係る会社法の改正規定への認識不足が原因だったと

考えられます。 

ご指摘を受け、平成３０年度は、来期の事業計画及び予算の検討をする

ために、平成３１年３月に取締役会を開催しております。 

今後は、法令に準拠した取締役会の運営を行ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 
観光コンベンション推進室 

（株式会社飯野町振興公社） 

報告書ページ ５０ページ ３（２） 区 分 
○ 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

監査役の取締役会への出席 

 

当社は監査役を設置しているため、現行会社法では監査役は取締役会へ

の出席義務がある。しかし、年 2 回の取締役会の議事録によると監査役は

取締役会に出席していない。監査役は取締役会への出席義務を果たすべき

である（会社法第 383 条）。 

 

 

 

講じた措置の

内容 

当社取締役会の議事録に監査役が記載されていなかったため、監査役が

出席していないと指摘されたものでありますが、当社が会社法を詳しく理

解していなかったことが原因だと考えられます。 

監査役も取締役会に出席していたものの、議事録に記載されていなかっ

たものです。以後、議事録に監査役も記載しております。 

今後は、法令に準拠し、正確な議事録の記載を行ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 
観光コンベンション推進室 

（株式会社飯野町振興公社） 

報告書ページ ５０ページ ３（３） 区 分 
○ 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

事業報告及びその附属明細書、計算書類の附属明細書の取締役会承認 

 

毎年 5 月下旬に開催される取締役会において、計算書類（貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表）の承認が決議事項とさ

れている。しかし、取締役会議事録の記載によると、議決の対象としてい

る計算書類にはその附属明細書が含まれていない。また、事業報告が報告

事項とされているが、事業報告はその附属明細書とともに取締役会の承認

事項である。取締役会の承認事項とされている事業報告及びその附属明細

書、計算書類の附属明細書が承認されておらず、会社法の規定に従ってい

ない（会社法第 436 条第 3 項）。 

取締役会での承認事項である事業報告、事業報告及び計算書類の附属明

細書も議案に明示して承認を求め、議事録にもそれらの書類が承認された

旨を明記すべきである。なお、株主総会での決議事項として承認を受ける

必要がある書類には附属明細書は含まれない（会社法第 438 条）。 

 

 

講じた措置の

内容 

会社法を詳しく理解しておらず、計算書類及び事業報告の附属明細書を

別に保管していたことが原因だと考えられます。 

令和元年６月の取締役会において、承認事項である事業報告、事業報告

及び計算書類の附属明細書を議案に明示して承認を求め、議事録にもそれ

らの書類が承認された旨明記しました。 

今後は、法令に準拠し、適正な取締役会の運営を行ってまいります。 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 
観光コンベンション推進室 

（株式会社飯野町振興公社） 

報告書ページ ５１ページ ４ 区 分 
○ 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

個人情報保護規程の整備 

 

会社規程の整備状況を確認したところ、個人情報保護に係る規程が整備

されていない。当社の業務活動の中では、給与計算や業務委託者への報酬

支払などでマイナンバーを使用することがあるため、早急に個人情報保護

規程を整備すべきである。 

 

 

講じた措置の

内容 

個人情報保護法が改正されたことに伴い、事業者ごとに個人情報保護規

程を策定すべきことへの認識不足が原因だと考えられます。 

平成３１年１月４日付けで当社の個人情報保護規程を策定しておりま

す。 

なお、当社の取締役会において、当該規程の策定について報告済です。 

今後は、関係法令の改正等の情報収集に努め対処します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 
観光コンベンション推進室 

（株式会社飯野町振興公社） 

報告書ページ ５１ページ １ 区 分 
○ 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

公印管理規程の運用状況 

 

法人代表印及び銀行届出印が鍵のついていない箱に保管され、執務時間

外にも金庫には保管されてないとのことである。当社の公印管理規程第 10 

条によれば、施錠された箱に入れた上で、執務時間外は金庫に保管する必

要がある。 

また、同規程第９条によれば公印を使用する都度公印管理使用簿に記入

することとされているが、実際には公印管理使用簿が作成されていなかっ

た。公印の適切な管理と責任の明確化のため、公印使用簿を作成し、記録

を行うべきである。 

 

 

講じた措置の

内容 

当社の公印管理規程を適正に厳守していなかったことが原因だと考え

られます。しかし、重要な社判を粗暴に扱っておらず、その都度、確認の

上使用しておりました。 

平成３０年１０月から公印管理使用簿を記載し、管理しております。 

今後は、当社公印管理規程に準拠し、適正な公印管理を行ってまいりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 
観光コンベンション推進室 

（株式会社飯野町振興公社） 

報告書ページ ５１ページ ２ 区 分 
○ 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

入館料収入の記帳時期 

 

入館料は窓口での現金収入だが、会計帳簿（現金出納帳）には当該現金

収入を普通預金に預け入れした時点で記帳している。入館料は当社管理の

会計帳簿（現金出納帳）と別の出納帳を作成して入金時に記帳しているが、

会計帳簿には記帳されていない。 

このため、銀行に預け入れるまでの期間（２～３営業日）は入館料収入

が会計帳簿に記帳されていない。施設内で保有する全ての現金を会計帳簿

で管理するため、今後は当社管理の会計帳簿（現金出納帳）に日々の入館

料収入を一緒に記帳し、現金入金の都度、収入計上すべきである 

 

 

講じた措置の

内容 

現金収入の管理の事務を前例踏襲で行っていたことが原因だと考えら

れます。 

平成３１年４月から当社管理の会計帳簿（現金出納帳）に日々の入館料

を記帳しております。 

今後は、事務の流れを敏感に察知し、事務手続の見直しを図ってまいり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 
観光コンベンション推進室 

（株式会社飯野町振興公社） 

報告書ページ ５１ページ ３ 区 分 
 指摘 

○ 意見 

指摘等の内容 

総勘定元帳の記載事項 

 

当社の総勘定元帳には相手勘定科目を記載する欄が設定されていない。

このため、総勘定元帳の記録から取引内容を確認することができず、振替

伝票まで遡及して確認する必要がある。この結果、仕分け内容の事後チェ

ック、取引内容の確認、誤謬の訂正などの事務作業が非効率であり、総勘

定元帳が本来の役割を十分に果たしていない。 

事務の効率化と不正･誤謬リスクへの対応のために、総勘定元帳には相

手勘定科目の記載欄を設定し、複式簿記による記帳の有用性を最大限に活

用することが望ましい。 

 

 

講じた措置の

内容 

当社の総勘定元帳の記載事務を前例踏襲で行っていたことが原因だと

考えられます。 

平成３１年４月から、事務の効率化と不正・誤謬リスクに対応するため、

当社の総勘定元帳に相手方勘定科目の記載欄を設定しました。 

今後は、事務の流れを敏感に察知し、事務手続の見直しを図ってまいり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 
観光コンベンション推進室 

（株式会社飯野町振興公社） 

報告書ページ ５２ページ ４ 区 分 
○ 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

銀行残高証明書の入手 

 

現状では、期末の決算確定業務において銀行残高証明書が入手されてい

ない。決算確定にあたっては、預金残高の正確性や会計処理の誤りを避け

るため、期末日時点での残高証明書を必ず入手し、各預金残高との一致を

確認すべきである。 

 

 

 

講じた措置の

内容 

決算に当たっては、預金通帳をもとに年度末残高を確定していました。 

平成３０年度決算にあたっては、銀行残高証明書を改めて期末日時点で

入手し、各預金残高との一致を確認いたしました。 

今後は、銀行残高証明書の入手日には十分注意して、対応してまいりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 
観光コンベンション推進室 

（株式会社飯野町振興公社） 

報告書ページ ５２ページ ５ 区 分 
○ 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

普通預金の入出金取引の会計処理 

 

決算日後に行われた普通預金の入出金取引の一部が、決算月内（3 月中）

の取引として経理処理されていた。普通預金の入出金については期末日ま

での取引のみを記帳すべきである。 

一方、期末月に帰属する取引であっても期末日以降の入出金となる取引

は、未収入金や未払金といった勘定科目で経理処理した上で決算を確定す

る必要がある。また、前述の通り、期末日時点での銀行残高証明書を入手

し、預金勘定との一致を確認すべきである。 

 

 

 

  

  

上表の取引が全て 3 月の入出金として記帳されていたため、平成 29 年

度末の貸借対照表は、普通預金が 189,893 円過少、現金残高が 37,000 円

過少、未払金残高が 226,893 円過少となっている。 

 

講じた措置の

内容 

決算を確定するに当たって、決算日後に行われた入出金取引を３月中の

取引と誤って記帳したことが原因だと考えられます。 

決算日後に行われた入出金取引については、未収金及び未払金として処

理いたしました。 

今後は、事務の流れを敏感に察知し、事務手続の見直しを図ってまいり

ます。 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 
観光コンベンション推進室 

（株式会社飯野町振興公社） 

報告書ページ ５２ページ ６ 区 分 
 指摘 

○ 意見 

指摘等の内容 

大量購入した商品包装用紙の棚卸 

 

平成29 年12 月に商品販売時の包装紙5,500 枚を225,180 円で購入し

ており、当該包装紙は往査日(平成 30 年 9 月 13 日)時点で大半が未使用

で残っている。包装紙は倉庫内に点在しており、全てをカウントできてい

ない状態だが、監査人が目視した限りでは 2,700 枚が未使用である。適正

な決算報告及び棚卸資産の現物管理のために、購入した消耗品が未使用の

場合には、期末日時点での棚卸数量を報告し、貯蔵品に計上することが 

望ましい。 

 

 

 

講じた措置の

内容 

商品包装用紙については、物産館費用の消耗品と考え、棚卸資産に計上

する認識がなかったことが原因だと考えられます。 

未使用包装紙 4,500 枚、166,000 円を棚卸資産として計上しました。 

今後は、期末日時点で厳正な棚卸を実施し、棚卸資産（貯蔵品）の見直

しを図ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 
観光コンベンション推進室 

（株式会社飯野町振興公社） 

報告書ページ ５２ページ ７ 区 分 
 指摘 

○ 意見 

指摘等の内容 

適切な勘定科目の選択 

 

包装消耗品費の支出内容について確認したところ、券売機や食洗機・厨

房機器のリース料や電気料が主な内容である。決算状況を適正に判断する

ために、計算書類の作成に当たっては「リース料」や「光熱水道費」等、

取引の内容を適切に示す勘定科目を使用することが望ましい。 

 

 

 

 

講じた措置の

内容 

当社の総勘定元帳の記載事務を前例踏襲で行っていたことが原因だと

考えられます。 

平成３１年４月から、当社の総勘定元帳の勘定科目を「リース料」や「光

熱水道費」等取引の内容に合わせた勘定科目に変更しております。 

今後は、事務の流れを敏感に察知し、事務手続の見直しを図ってまいり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 
観光コンベンション推進室 

（株式会社飯野町振興公社） 

報告書ページ ５３ページ ８ 区 分 
 指摘 

○ 意見 

指摘等の内容 

未収入金及び未払金の期首の洗替処理 

 

期首仕訳で未収入金及び未払金残高の洗替処理がされているため、未収

入金及び未払金残高は、年度開始の時点でゼロとなっている。このため、

実際の未収入金及び未払金残高が会計帳簿上管理されていない。 

往査日(平成 30 年 9 月 13 日)現在では未払債務残高が 5,961 円あるが、

会計帳簿には計上されていない。不正･誤謬のリスクを軽減するとともに、

資金管理を効率的に行うために、未収入金や未払金の残高は洗替処理せず

に、入金や支払の都度、消込を行うことが望ましい。 

 

 

講じた措置の

内容 

当社の総勘定元帳の記載事務を前例踏襲で行っていたことが原因だと

考えられます。 

平成３１年４月から、当社の総勘定元帳の記載は、未収入金や未払金の

残高を洗替処理せずに、入金や支払の都度、消込を行っております。 

 なお、未払債務残高 5,961 円については、平成３０年９月２９日入金処

理済です。 

今後は、堅確な事務処理に努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 
観光コンベンション推進室

（株式会社飯野町振興公社） 

報告書ページ ５３ページ ９ 区 分 
 指摘 

○ 意見 

指摘等の内容 

固定資産の実査 

 

当社は固定資産台帳を作成しているが、固定資産の現物実査は行ってい

ないとのことである。適切な固定資産管理のために、少なくとも年に 1 度

は固定資産の実査（現物確認）を行うことが望ましい。 

また、監査人が実査を試みた固定資産のうち、平成 7 年 6 月取得のソ

フトクリームフリーザー13 個（帳簿価額 15 円）は、現在実物が無いと

のことであり、このような資産は除却処理すべきである。なお、固定資産

の現物実査を行うためには、固定資産の登録名称は場所等が特定できるよ

うに記載することが望ましい。 

 

 

 

講じた措置の

内容 

固定資産台帳を作成しているものの、少なくとも年に１度の現物確認を

行いながら固定資産管理をするという鋭敏な感覚が欠如していたことが

原因だと考えられます。 

平成３１年３月期に、ブラッシング（帳簿価額１円）及びソフトクリー

ムフリーザー（帳簿価額１５円）を固定資産除却損として計上し処理しま

した。 

今後は、毎年、固定資産の現物実査を行い、適切な固定資産管理の徹底

を図ってまいります。 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 総務部 

総務課 

（公益財団法人 

福島市振興公社） 

報告書ページ ５８ページ １（１） 区 分 
○ 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

役員候補者の適格性確認 

 

理事及び評議員候補者の適格性確認に関して、議案書には「役職・氏名・

生年月日・住所・略歴」の記載があるが、理事及び評議員の適格条件に合

致しているかの明記がなく、適格条件を満たしていることに関する検討が

行われたかが判明しない。適格性を確認した上で候補者としているのであ

れば、その旨を議案書等に明記すべきである。（一般社団法人及び一般財

団法人に関する法律第 65 条、定款第 11 条、第 25 条） 

 

 

 

 

 

 

講じた措置の

内容 

 役員等の適格性においては、事前に履歴書で確認し、議案書等には記載

せず審議を行っていましたが、今後は議案書に明確に記載し提案をおこな

っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 総務部 

総務課 

（公益財団法人 

福島市振興公社） 

報告書ページ ５８ページ １（２） 区 分 
○ 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

基本財産の組入に関する決議の方法 

 

平成 30 年 1 月 12 日に開催された平成 29 年度第 3 回理事会の第 8 号

議案において、一般正味財産のうち 126 百万円を基本財産に組入れる議案

が承認されている。しかし、基本財産は定款の定めに基づいて設定される

ものであるため、組入額変更には定款の改正が必要である。当該基本財産

の組入れに係る定款変更は、平成 30 年 1 月 30 日開催の平成 29 年度第 3 

回評議員会で決議されているため、1 月 12 日の時点では未だ定款変更が

行われていない。 

理事会での基本財産の組入決議は定款変更後に行うべきである。日程調

整の関係等から理事会承認が先行する場合は、評議員会での定款変更がな

されることを停止条件として決議する必要があると考える。（定款第 5 条

第 1 項） 

 

 

 

講じた措置の

内容 

 理事会での決議後、評議員会で定款変更の承認をいただき基本財産の組

入れを行ったため、評議員会の定款変更の決議を待たずして、基本財産の

組入れが理事会の決議により決定してしまう流れとなってしまいました。 

 開催日程の都合上、評議員会と理事会の開催が前後することが今後も考

えられます。その場合は、理事会の決議が評議員会の決議を得られれば有

効となるよう、条件付きでの決議とすることで対応していきます。 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 総務部 

総務課 

（公益財団法人 

福島市振興公社） 

報告書ページ ５９ページ ２ 区 分 
○ 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

預金及び前受金の過大計上と残高証明書の入手 

 

往査当日に決算時の3 月末の預金残高について銀行からの残高証明書

と突合した結果、普通預金の1 口座で不一致が生じていた。内容を確認し

たところ、3 月7 日の賛助会費の入金時に、入金額560,000 円のところを

誤って600,000 円として仕訳処理したことにより、平成30 年3 月末の現

金預金及び前受金が、それぞれ40,000 円過大に計上されていたものであ

る。 

担当者の説明によると、3 月末決算時の通帳残高と元帳残高の照合・確

認が漏れており、残高証明書の発行日も平成30 年5 月10 日と決算の締日

に近かったことが、確認が漏れた原因となっている。当法人の説明では、

残高証明書を入手して不一致が判明したのが定時評議員会での決算承認

終了後であったため、修正処理が次年度にずれ込んだとのことである。 

現金や預金などの資金に関しては、不正や誤謬の発生リスクが非常に高

いため、勘定残高と現金残高や通帳残高の確認を随時行うべきである。特

に決算時の預金残高については、通帳残高の確認とともに遅滞なく銀行か

ら残高証明書を入手し、残高を照合することを徹底すべきである。 

 

講じた措置の

内容 

 賛助会費の引き落とし金額の会計処理と実際引落ができた金額に相違

があり預金の帳簿残高と通帳残高に差が生じてしまいました。銀行残高証

明の入手日が 5 月 10 日と遅かったことも確認が漏れた原因となっていま

す。平成 30 年度決算から遅滞なく銀行残高証明書を入手し残高を照合し

ています。 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 総務部 

総務課 

（公益財団法人 

福島市振興公社） 

報告書ページ ５９ページ ３ 区 分 
 指摘 

 ○ 意見 

指摘等の内容 

還付消費税の未収計上額 

 

平成29 年度の当法人の消費税申告書によると、還付額が12,925,200 円

である。しかし、当法人の帳簿上では施設毎（部門別）に消費税を算定し

ており、一部施設では未払金として消費税が計上されている。この結果、

法人の貸借対照表では、消費税に係る部門別の未収金と未払金とが両建処

理されている（未収金：13,136,338 円、未払金：211,138 円）。しかし

ながら、法人の決算書における貸借対照表では、部門別の未収未払を相殺

して、還付金額12,925,200 円を未収計上することが適切である。 

 

 

 

 

 

講じた措置の

内容 

 各施設、事業単位での消費税の負担額を決め、それぞれに中間申告に対

する未払、未収を計上していました。そのため、未払金、未収金が本来の

表示額より若干多めに表示されることとなりました。今後は、未払金と未

収金を相殺して金額表示を行います。（平成 30年度決算より実施済み） 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 総務部 

総務課 

（公益財団法人 

福島市振興公社） 

報告書ページ ５９ページ ４ 区 分 
 指摘 

 ○ 意見 

指摘等の内容 

前払金と前払費用の区分 

 

平成30 年3 月末に前払金として計上されている2,562,570 円は、全額

平成30 年度に係る保険料（施設賠償保険）である。前払金として計上す

べきものは、役務提供や物品の引き渡しが行われる以前に支払った代金の

前払等であるため、保険料のように、一定の契約に従い継続して役務の提

供を受ける性格のものは、未だ提供されていない役務への対価であり、前

払費用に計上することが適切である。 

 

 

 

 

 

講じた措置の

内容 

 公益財団法人会計基準で示されている科目に、前払金しかなかったた

め、特に契約による継続性がある前払費用とそれ以外の前払金の区分けし

た表示を行っていませんでしたが、明確に分けるため前払費用を新設し、

平成 30年度決算から貸借対照表に区分けして表示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 総務部 

総務課 

（公益財団法人 

福島市振興公社） 

報告書ページ ６０ページ ５ 区 分 
〇 指摘 

  意見 

指摘等の内容 

賞与引当金の計上 

 

当法人は賞与引当金を計上していないが、給与規定において夏季賞与の

支給対象期間は 12月 2 日～6 月 1 日となっていることから、発生主義に

基づき決算期末である 3 月末において 4 ヶ月相当を賞与引当金として計

上すべきである。 

平成 30 年 6 月の夏季賞与の金額に基づき、3 月末までに対応する金額

を算定したところ、期末において 21,150 千円（社会保険料に係る法定福

利費含む）の賞与引当金の計上が必要である。 

 

 

 

 

 

講じた措置の

内容 

翌年度 6月に費用化され支払われるものであったため、夏の期末勤勉手

当の債務分（12/2～3/31の対象分）を当該年度で費用処理（負債認識）を

おこなっていませんでしたが、平成 30 年度期末に、賞与引当金を新設し

て、決算で債務を認識できるよう改善しました。 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 総務部 

総務課 

（公益財団法人 

福島市振興公社） 

報告書ページ ６０ページ ６ 区 分 
〇 指摘 

  意見 

指摘等の内容 

退職給付引当金の計上不足 

 

退職給付引当金は、簡便法により期末の自己都合要支給額をもって負債

に計上している。 

平成 30 年 3 月末の退職給付引当金計算について、退職金規程との整合

性を確認した結果、調整額の計算に関して改定前の退職金規程の数値で計

算されていた。この結果、期末の退職給付引当金残高は 5,025,000 円引当

計上不足となっている。 

 

 

 

 

 

講じた措置の

内容 

 平成 29 年度期末の退職金の期末要支給額（自己都合退職金）までを計

算する際、調整額を含めずに計算してしまい退職給付引当資産への積立額

が不足しました。不足分を平成 30 年度期末時点で積増しを行い現時点で

の積み立て不足分はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 政策調整部 

情報政策課 

（福島テクノサービス

株式会社） 

報告書ページ ６３ページ １（３） 区 分 
○ 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

事業報告及びその附属明細書、計算書類の附属明細書の取締役会承認 

 

毎年 6月初旬に開催される取締役会において、計算書類（貸借対照表、

損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表）の承認が決議事項とさ

れている。しかし、取締役会議事録の記載によると、議決の対象としてい

る計算書類にはその附属明細書が含まれていない。また、事業報告が報告

事項とされているが、事業報告はその附属明細書とともに取締役会の承認

事項である。取締役会の承認事項とされている事業報告及びその附属明細

書、計算書類の附属明細書が承認されておらず、会社法の規定に従ってい

ない。(会社法第 436条第 3項)。 

取締役会での承認事項である事業報告、事業報告及び計算書類の附属明

細書も議案に明示して承認を求め、議事録にもそれらの書類が承認された

旨を明記すべである。なお、株主総会での決議事項として承認を受ける必

要がある書類には附属明細書は含まれない（会社法第 438条)。 

 

講じた措置の

内容 

これまで株主総会に提案される議案をそのまま取締役会で審議してきた

経過がありました。 

令和元年 6月の取締役会より承認事項である事業報告、事業報告及び計

算書類の附属明細書も議案に明示して承認を得ると共に、議事録にもそれ

らの書類が承認された旨を明記しました。 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 政策調整部 

情報政策課 

（福島テクノサービス

株式会社） 

報告書ページ ６４ページ １（４） 区 分 
〇 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

監査役の監査報告書 

 

前述した事業報告、計算書類並びにそれらの附属明細書は、すべて監査

役の監査対象であり、監査役監査を受けた後に取締役会で承認を得る必要

がある（会社法第 436条第 3項）。しかし、当社の監査役の監査報告書に

記載された監査対象項目には、事業報告、事業報告及び計算書類の附属明

細書が含まれていないため、現状は会社法の規定に従っていない（会社法

第 436条第 1項）。 

また、監査役の監査報告書の日付は 5月下旬であり、6月初旬の取締役

会前には監査が完了しているため、会社法の規定からすれば、決算時の取

締役会においては監査役による監査結果の報告を受けた上で、取締役会承

認を得ることが望ましい。 

 

講じた措置の

内容 

令和元年 5月の監査より事業報告、計算書類並びにそれらの附属明細書

はすべて監査対象とし、その後の取締役会で承認を得ました。 

今後も会社法の規定に則り、監査報告書の作成をして参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 政策調整部 

情報政策課 

（福島テクノサービス

株式会社） 

報告書ページ ６４ページ １（５） 区 分 
○ 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

臨時株主総会の招集に係る取締役会承認 

 

平成 29年 9月 7日に定款の一部変更を議案とする臨時株主総会が開催

されているが、この総会の招集に係る事項を決議した取締役会の議事録が

ない。株主総会の招集は取締役会での決議に基づくことが必要であるため、

会社法の規定に従っていない。書面決議でもよいが、取締役の承認を得る

べきである（会社法第 298条第 1項、定款第 18条第 1項)。 

 

 

 

 

 

講じた措置の

内容 

臨時株主総会と取締役会の参集メンバーがほぼ同じなため、取締役会を

省略してしまったと思われますが、今後は会社法の規定に則り、取締役会

の承認を得たうえで、臨時株主総会を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 政策調整部 

情報政策課 

（福島テクノサービス

株式会社） 

報告書ページ ６４ページ １（６） 区 分 
 指摘 

○ 意見 

指摘等の内容 

重要な投資に係る取締役会承認 

 

平成 27年 5月に取得した福島県民債 20,000,000円への投資について、

購入時において取締役会に付議した記録がなく、当時の社長の方針に基づ

いて購入したものとのことである。県民債への投資は総資産の約 20%に相

当する重要な金額の投資であるため、今後、このような投資を行う場合に

は、取締役会の承認決議を得た上で取得することが望ましい。 

 

 

 

 

講じた措置の

内容 

当社の取締役規程に則り、重要な事項に関しては取締役会で承認を得て

から後に対応することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 政策調整部 

情報政策課 

（福島テクノサービス

株式会社） 

報告書ページ ６５ページ ３ 区 分 
○ 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

決算の官報公告 

 

定款の第 4条で会社の公告は官報に掲載するものとしているが、質問の

結果、決算公告は行っていないとのことであった。決算公告は中小企業で

は実施していない例も多いが、会社法により定時株主総会の終了後遅滞な

く実施することが要求されているものであり、定款に定めた方法により、

公告すべきである（会社法第 444条第 1項）。なお、公告の内容は貸借対

照表の要旨で足りる（会社法第 444条第 2項）。 

 

 

 

 

講じた措置の

内容 

令和元年 6月の定時株主総会終了後、すみやかに定款に定めた方法(官報

に掲載)により公告しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 政策調整部 

情報政策課 

（福島テクノサービス

株式会社） 

報告書ページ ６５ページ １ 区 分 
 指摘 

○ 意見 

指摘等の内容 

譲渡性預金の計上科目 

 

東邦銀行及び大和ネクスト銀行の譲渡性預金（25,000,000円及び

15,000,000円）が現金預金に含めて計上されているが、金融商品会計に関

する実務指針 8項によれば譲渡性預金は有価証券であるため預金には該当

しない。このため、現金及び預金ではなく、投資有価証券として投資その

他の部に計上することが適切である。 

 

 

 

 

 

講じた措置の

内容 

第 28期 株式会社 福島テクノサービス決算書により対応済みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 政策調整部 

情報政策課 

（福島テクノサービス

株式会社） 

報告書ページ ６５ページ ２ 区 分 
○ 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

固定資産の計上区分 

 

以下の資産について法人税申告書上は固定資産とされているが、会計上

は資産計上せずに購入時の費用として処理されており、固定資産台帳への

記録もない。税務上固定資産として取り扱われるもの（取得価額 10万円

以上かつ 1年以上使用するもの）については会計上も固定資産として計上

し、減価償却により取得価額が期間配分すべきである。 

名 称 取 得 日 金 額（税 抜) 

電話機交換工事 平成 26年 7月 31日 470,000円 

エアコン 平成 27年 6月 30日 124,800円 

ノートパソコン FCC 平成 28年 3月 29日 104,500円 

また、固定資産については台帳に記入し、管理No.を明記したシールを

貼り付けた上、年に 1回程度の間隔で定期的に現物実査を行うなどにより、

現物の適切な管理を行うべきである。 

 

講じた措置の

内容 

平成 30 年度の決算で減価償却処理を行い、これに準じて令和元年 7 月

31日付で固定資産台帳を整備しました。今後も引き続き年度末に減価償却

処理をしていきます。 

また、令和元年 7月 31日付にて管理 No.を明記したシールを貼り付けま

した。毎年年度末に現物実査を行うこととします。 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 政策調整部 

情報政策課 

（福島テクノサービス

株式会社） 

報告書ページ ６５ページ ３ 区 分 
○ 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

法人名義の簿外預金 

 

金融機関から入手した平成 30年 3月末日現在の残高証明書に記載され

ている普通預金のうち、以下の預金口座が会計帳簿に記帳されずに簿外と

なっている。 

銀行名 支店名 口座番号 平成 30年 3月末残高 

東邦銀行 本店営業部 普通 3734597 81,336円 

 

この預金の用途は、役員の給与天引きによる懇親会のための資金の貯

蓄、及びえふ・サポートからの従業員への給付金の受入口座とのことだが、

法人名義の通帳である以上、法人の帳簿に記帳して管理すべきである。 

 

 

講じた措置の

内容 

上記の口座を、えふ・サポートからの従業員への給付金を受入するのみ

の口座とし、帳簿に記載、管理を行っています。 

令和元年 5 月 31 日に親睦会名義新口座を開設し、えふ・サポート給付

金以外の受入は、新口座で行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 政策調整部 

情報政策課 

（福島テクノサービス

株式会社） 

報告書ページ ６６ページ ４ 区 分 
 指摘 

○ 意見 

指摘等の内容 

法人税等の予定納税額の会計処理 

 

法人税等の予定納税の金額 751,500円が仮払金として資産に計上され、

一方で期末における法人税等の年間税額が未払法人税等として負債に計上

されている。しかし、年間税額から予定納税額を控除した金額が年度末に

納付する税額であるため、仮払金と未払法人税等を相殺することが適切で

ある。 

これにより、未払法人税等の計上額が実際に納付する法人税等の金額と

なるが、現状では仮払金と未払法人税等が、それぞれ 751,500円過大に計

上されている。 

 

 

 

講じた措置の

内容 

第 28期 株式会社 福島テクノサービス決算書により対応済みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 政策調整部 

情報政策課 

（福島テクノサービス

株式会社） 

報告書ページ ６６ページ ５ 区 分 
〇 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

賞与引当金 

 

当社は賞与引当金を計上していないが、給与規程によると賞与の支給対

象期間は以下の通りであり、決算期末である 3月末において既に対象期間

が経過している部分は、発生主義に基づいて引当計上すべきである。 

平成 30年 7月の夏季賞与の金額は 6,103千円であり、平成 30年 3月の

期末賞与支給額は 2,075千円である。この支給実績に基づき社会保険料相

当額 15%を加えて算定した平成 30年 3月末の要引当額は、7,218千円と

なる。 

 

 

 
 

区分 対象期間 支給月 引当の要否 

上期賞与 前年 10月～3月 7月 支給見込額全額の引当計上が必要 

下期賞与 4月～9月 12月 不要 

期末賞与 前年 3月～2月 3月 支給見込み額の 1/12の引当計上が必要 

講じた措置の

内容 

第 28期 株式会社 福島テクノサービス決算書により対応済みです。 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 政策調整部 

情報政策課 

（福島テクノサービス

株式会社） 

報告書ページ ６６ページ ６ 区 分 
〇 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

退職給付引当金 

 

当社は退職給付引当金を計上していないが、将来の職員の退職金の支払

に備えて、過去の勤務実績に基づいて年度末までに発生した費用は、退職

給付引当金として負債に計上すべきである。 

退職金規程に基づいて平成 30年 3月末時点で職員が退職したと仮定し

た場合の自己都合要支給額は 57,917,600円である。また、同様に 3月末時

点における中小企業退職金共済（中退共）からの給付金は 31,794,155円で

ある。退職給付引当金として計上すべき金額は、期末自己都合要支給額か

ら中退共からの給付金を控除した金額であり、当該金額は 26,123,445円で

ある。 

財政状態を適切に開示するために、期末時点での自己都合要支給額から、

中退共の給付金を控除した額について、退職給付引当金を計上すべきであ

る。 

 

【平成 30年 3月末時点の退職金の状況】 

 
 

自己都合要支給額 中退共からの給付金 会社負担額 

57,917,600円 31,794,155円 26,123,445円 

講じた措置の

内容 

第 28期 株式会社 福島テクノサービス決算書により対応済みです。 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 

観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ推進室

（福島市観光開発 

株式会社） 

報告書ページ ７２ページ １（１） 区 分 
〇 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

取締役会の開催頻度 

 

取締役会が開催されるのは、年 2 回、毎年 6 月と 11 月のみであるが、 

会社法では 3カ月に 1回以上の頻度で取締役が職務執行報告を行うことと

されており、法令に準拠した取締役会運営がなされていない（会社法第 363

条第 2 項）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

講じた措置の

内容 

取締役会については非常勤取締役が過半数を占めており、特に日程調整

が難しく慣例により年 2回実施していたため会社法の規定通りの開催が実

施されませんでした。 

福島市包括外部監査の指摘に基づき、平成 30 年 12 月 10 日開催の取締

役会から会社法の規定に従い開催しています。 

  

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式３ 

包括外部監査の結果に係る検討報告書 

（現行の事務処理が適当であると判断したもの） 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 

観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ推進室

（福島市観光開発 

株式会社） 

報告書ページ ７２ページ １（２） 区 分 意見 

意見の内容 

監査役への業務執行監査権限の付与 

 

当社は監査役を設置しているが、非公開会社（株式の譲渡制限の定めが

ある会社）であることから、会社法第 911 条第 3 項に基づき、定款の定め

により監査役の監査の範囲を会計監査に限定する旨が登記されている。こ

のため、監査役は取締役会に出席していない。 

しかし、当社は福島市が発行済株式数の 80.8％を保有する市の外郭団体

であり、ガバナンスの観点から現行の体制には疑問がある。監査役に取締

役の業務執行を監視させるため、監査役にその権限を付与することが望ま

しい。 

 

 

 

検討内容 

 監査役の権限については、上記の通り弊社定款第 30 条の規定により会

計に関するものに限定されており、適正であると考えております。 

しかしながら、福島市包括外部監査における意見の趣旨を踏まえて平成

31 年 3 月 7 日開催の取締役会から出席しております。 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 意見の内容欄は、監査の結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に  

（要約）と記載すること。 

(2) 検討内容の欄は、改善策について検討したものの、現行の事務処理が適当であると判

断した理由、見解等を記載すること。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 

観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ推進室

（福島市観光開発 

株式会社） 

報告書ページ ７２ページ １（３）① 区 分 
〇 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

目的積立金の設定 

 

平成 29 年 3 月期の株主資本等変動計算書によると、期中に目的積立金 

として「拡張積立金」が 5,000,000 円計上され、平成 28 年度中に 534,703

円が取崩されている。しかし、目的積立金は特定の目的のために設定され

るものであり、現在の名称ではその目的が不明確である。目的積立金はそ

の目的が判別できるような名称を付して計上すべきである。 

 

 

 

 

講じた措置の

内容 

 拡張積立金は、今後の事業展開において社員の資格取得、研修および 

商品の試作等自由度の高い積立金として平成 28 年 6 月 23 日開催の第 39 

回定時株主総会議案第 2 号利益剰余金処分案承認の件の承認可決により 

積み立てを行いました。 

 福島市包括外部監査の指摘に基づき、令和元年 6 月 24 日に開催した第

42 回定時株主総会議案第 2 号利益剰余金処分案承認の件の承認可決によ

り、拡張積立金全額を取崩し新たに社員の教育、ホームページ等情報関係

の整備を目的とした教育情報積立金を積立しました。 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 

観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ推進室

（福島市観光開発 

株式会社） 

報告書ページ ７２ページ １（３）② 区 分 
〇 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

目的積立金の取崩～その 1 

 

平成 27 年 3 月期から平成 30 年 3 月期までの損益計算書には、目的積立

金の取崩額が特別利益に計上されている。目的積立金の取崩を損益計算書

に利益として計上することは誤った処理であり、これは株主資本等変動計

算書に計上すべきものである。（要約） 

 

 

 

 

 

 

講じた措置の

内容 

 決算報告書作成上、損益の平準化を計るため、以前までは目的積立金の

取り崩しを損益計算書に利益として計上していました。 

福島市包括外部監査の指摘に基づき、平成 30 年度決算（平成 31 年 3 月

期）から適正な表示方法で対応しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 

観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ推進室

（福島市観光開発 

株式会社） 

報告書ページ ７３ページ １（３）③ 区 分 
〇 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

目的積立金の取崩～その 2 

 

目的積立金の取崩は取締役会決議に基づいて行う必要があるが、平成 29

年 3月期における施設整備積立金及び拡張積立金の取崩額は取締役会決議

と異なっており、会社法の規定に従っていない。（要約） 

 

 

 

 

 

 

 

講じた措置の

内容 

 平成 28 年 11 月 29 日開催の取締役会議案第 2 号として施設整備積立金

取崩、議案第 4号として拡張積立金取崩の承認可決により執行しましたが、

執行額に差異が生じました。本来であれば、平成 29 年 3 月 7 日開催の取

締役会に諮るべきところでありますが漏れてしまいました。以後、目的積

立金の目的取り崩しについては、福島市包括外部監査の指摘に基づき、平

成 30 年 10 月以降開催の取締役会から会社法の規定通り実施しました。 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 

観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ推進室

（福島市観光開発 

株式会社） 

報告書ページ ７３ページ １（４） 区 分 
 指摘 

 〇 意見 

指摘等の内容 

定時株主総会での決議事項 

 

毎年 6 月に開催される定時株主総会において、その年度の事業計画案及

び予算案が承認されているが、事業計画や予算の承認は既に取締役会で承

認されている。定時株主総会での決議事項は、計算関係書類の承認や剰余

金の処分、役員の選任など会社法に定められており、事業計画や予算案は

業務の執行を担う取締役会で承認されれば足り、株主総会決議は不要であ

る。 

 

 

 

講じた措置の

内容 

 慣例により定時株主総会において、事業計画案及び予算案が承認されて

いました。 

 福島市包括外部監査の意見に基づき、平成 31 年 3 月 7 日開催の取締役

会承認とし、令和元年 6 月 24 日に開催した第 42 回定時株主総会決議から

不要としました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 

観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ推進室

（福島市観光開発 

株式会社） 

報告書ページ ７３ページ １（６） 区 分 
〇 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

監査役の監査報告の実施時期 

  

毎年 6 月に開催される決算時の取締役会議事録によると、監査役は出席

しておらず、監査役による計算関係書類の監査結果報告が行われていな

い。その後に開催される定時株主総会の議事録には、監査役が監査結果を

報告した旨の記載がある。 

株主総会に提出される計算関係書類は取締役会で承認されたものであ

る必要があり、さらに、当該書類の承認は、監査役の監査を受けた後に取

締役会での承認を受けなければならない。しかし、平成 28 年度及び 29 年

度の直近 2 期間の監査役監査報告書の日付は、決算承認が行われた取締役

会の開催日後となっており、会社法の規定に従った手続が行われていない

（会社法 436 条第 3 項）。 

 

 

講じた措置の

内容 

 慣例により、取締役会後、定時株主総会前に実施していました。 

 福島市包括外部監査の指摘に基づき、会社法の規定通り平成 30 年度決

算（平成 31 年 3 月期）承認取締役会前に実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 

観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ推進室

（福島市観光開発 

株式会社） 

報告書ページ ７４ページ ２（２） 区 分 
 指摘 

 〇 意見 

指摘等の内容 

貸借対照表の区分 

 

当社の事業所は、中央事業所、飯坂事業所、西事業所の 3 事業所であり、 

会計処理は貸借対照表を含めて 3 事業所に区分されている。しかし、会

計処理は損益計算のみ部門別計算（各事業所毎の区分計上）を行うことで

足りるので、貸借対照表を区分計算することの必要性は乏しい。 

換言すれば、部門別管理は損益計算さえ行えば十分であると考える。会

計処理の効率化のために、前述の資金管理の総務企画課集中とともに、貸

借対照表の区分取りやめを検討することが望ましい。 

 

 

講じた措置の

内容 

  

当社は合併等により 3 事業所に区分した会計処理を行ってきました。福

島市包括外部監査の意見を取り入れ、平成 30 年度決算（平成 31 年 3 月期）

から貸借対照表については 3 事業所一本で対応しました。  

なお、平成 31 年 4 月 1 日より会計システムのＦＸ４クラウドの本格運

用により、貸借対照表の部門別による区分処理を取りやめ、損益計算書の

み部門別管理することへ変更しました。 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 

観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ推進室

（福島市観光開発 

株式会社） 

報告書ページ ７５ページ ３ 区 分 
 指摘 

○ 意見 

指摘等の内容 

IT 管理責任者 

 

現状では IT 管理責任者は、飯坂事業所所長補佐１名とのことである。 

しかし、IT の重要性に鑑みて、担当者の病欠や緊急時の対応を可能にす

ること、及び内部牽制の観点から、責任者及び担当者の 2 名以上の体制に

することが望ましい。なお、増員が難しいのであれば、専担者ではなく他

の業務との兼務とすることも考えられる。 

 

 

 

 

講じた措置の

内容 

IT 管理責任者については、社内で第二種情報処理技術者資格を取得して

いる者を管理者としていましたが、福島市包括外部監査の意見により社員

の中から新たな資格取得者を令和元年 7月開催の社内会議において選定し

ました。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 

観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ推進室

（福島市観光開発 

株式会社） 

報告書ページ ７５ページ １ 区 分 
〇 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

駐車場料金の過入金額の処理 

 

大金庫内の現金保管額 32,884 円が簿外処理となっている。内容は駐車

場利用者の平成 30 年 8 月 31 日～9 月 1 日の過入金額（釣銭不足で釣銭の

支払いができなかったもの）1,010 円及び同様の取引の過去の積み上げ額

31,874 円とのことである。 

釣銭の支払い不能額については顧客自身が後日レシートを持参して請

求を行った時には支払いに応じているとのことだが、過入金額の日付別の

記録等は保持していないとのことである。過入金額については預り金とし

て計上し、一定期間請求の無いものについては責任者決裁の上、雑収入等

の営業外の科目で処理すると共に、記録簿を作成することで後日返金請求

があった際に対応できるようにしておくべきである。 

  

 

講じた措置の

内容 

慣例により、釣銭の支払不能額については顧客自身が後日レシートを持

参して請求を行った時には支払に応じ、その都度駐車場収入として売り上

げに計上していました。 

監査時において指摘を受けた大金庫内の現金については平成 30 年度決

算（平成 31 年 3 月期）までに雑収入として処理しました。 

平成 31 年 4 月分からについては会計上も預かり金勘定の補助簿で管理

を開始し、1 ヶ月を目途に請求のないものについては所長決裁の上、雑収

入として処理します。 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 

観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ推進室

（福島市観光開発 

株式会社） 

報告書ページ ７６ページ ３ 区 分 
 指摘 

〇 意見 

指摘等の内容 

金庫内に保管されている旧会社の株券 

 

往査当日の実査の結果、金庫内に過去に当社が吸収合併した際の消滅会

社である株式会社福島市公共サービスの株券が 600 株保管されていた。現

在効力のない株券については破棄することが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

講じた措置の

内容 

 平成 14 年 4 月 1 日の株式会社福島市公共サービス吸収合併時から過去

の事例としての問い合わせに対応するため保管していました。 

 福島市包括外部監査の意見に基づき、平成 30 年 9 月 28 日に廃棄しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 

観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ推進室

（福島市観光開発 

株式会社） 

報告書ページ ７６ページ ４ 区 分 
〇 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

駐車場管理業務の消耗品の棚卸 

 

平成 30 年 3 月末において、駐車場管理業務関係の消耗品 973,740 円が 

貯蔵品として計上されているが、期末に実数のカウントを行っておらず、

仕入の記録から利用者数のデータによる理論使用数量を控除した残数に

基づいて棚卸金額を算定している。 

適切な資産管理を行うためには、期末棚卸高については実数のカウント

による実地棚卸を行うべきである。 

なお、領収書発行用のロール紙等は、機械内に設置したものは使用済み

として、未設置の未使用品のみ棚卸カウントの対象とすること等で、実地

棚卸の実効性が高まるものと考える。 

 

 

講じた措置の

内容 

 慣例として駐車場管理業務関係の消耗品については帳簿棚卸で行って

いましたが、福島市包括外部監査の指摘に基づき、平成 30 年度決算（平

成 31 年 3 月期）の際に帳簿棚卸と実地棚卸を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 

 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 

観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ推進室

（福島市観光開発 

株式会社） 

報告書ページ ７７ページ ６ 区 分 
〇 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

固定資産の計上 

 

法人税申告書上は固定資産とされているが、会計上は資産計上せずに購

入時に費用処理されている車両及び備品がある。税務上固定資産として取

り扱われるものは会計上も固定資産として計上し、減価償却により取得価

額を期間配分すべきである。（要約） 

 

 

 

 

 

 

講じた措置の

内容 

管理運営上必要な器具備品、車両運搬具であったため管理諸費の一環と

理解し購入時の経費として処理していました。ただし、課税所得の計算上

は適正に処理をしていました。 

福島市包括外部監査の指摘により器具備品、車両運搬具を平成 30 年度

決算（平成 31 年 3 月期）において減価償却超過額分を固定資産へ計上し

直し、法定耐用年数により計算された限度額を減価償却費として費用処理

しました。 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 

観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ推進室

（福島市観光開発 

株式会社） 

報告書ページ ７７ページ ７ 区 分 
〇 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

社会保険料未払金の計上不足 

 

平成 30 年 3 月末の社会保険料の未払計上額は、総務企画課・西事業所・

飯坂事業所を合わせて 5,438,697 円である。しかし、期末現在未納である

保険料は 2・3 月の 2 ヶ月分であり、保険料納入告知書によると、以下の

通り 6,722,566 円である。このため、平成 30 年 3 月末においては、差額

の 1,283,869 円が未払金計上不足である。 

                 （単位:円） 

保険料対象月 金額 

平成 30 年 2 月分 3,388,168 

平成 30 年 3 月分 3,334,398 

未納額計 6,722,566 

 

  

 

講じた措置の

内容 

平成 30 年 2 月、3 月の社会保険料の一部において、指摘の通り計上漏

れでありましたが、平成 30 年度決算（平成 31 年 3 月期）においては、保

険料納入告知書を確認し適正額を未払計上しました。 

なお、給与計算については社会保険料の未払計上も含め平成 31 年 4 月

1 日より総務企画課で一元管理しました。 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 

観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ推進室

（福島市観光開発 

株式会社） 

報告書ページ ７８ページ ８ 区 分 
〇 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

未払法人税等の不明残高 

 

平成 30 年 3 月末の貸借対照表に計上されている未払法人税等のうち、

3,558,632 円については残高の根拠が把握されておらず、支払予定は無い

とのことである。継続記録を遡り、あるべき会計処理を特定した上で債務

残高を減額修正すべきである。 

 

 

 

 

 

 

講じた措置の

内容 

平成 30 年 3 月末日の未払い法人税等の残高は、過年度の決算時におけ

る概算計上の名残であり、平成 30 年度決算（平成 31 年 3 月期）において

は全額戻し入れを行い、確定債務のみを計上しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 

観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ推進室

（福島市観光開発 

株式会社） 

報告書ページ ７８ページ １０ 区 分 
〇 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

賞与引当金の計上 

 

給与規定において夏季賞与の支給対象期間は 12 月 2 日～6 月 1 日とな

っていることから、発生主義に基づき決算期末である 3 月末において 4 ヶ

月相当を賞与引当金として計上すべきである。 

平成 30 年 6 月の夏季賞与の金額に基づき、3 月末までに対応する金額

を算定したところ、期末において 10,983 千円（社会保険料に係る法定福

利費約 15％を含む）の賞与引当金の計上が必要である。 

 

 

 

講じた措置の

内容 

賞与引当金については現在損金性が認められておらず、税法的な観点か

ら計上していませんでした。 

今回、福島市包括外部監査の指摘により平成 30 年度決算（平成 31 年 3

月期）において見積額を計算し、必要額 8,947 千円を賞与引当金として計

上しました。 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 

 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 

観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ推進室

（福島市観光開発 

株式会社） 

報告書ページ ７８ページ １１ 区 分 
〇 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

退職給付引当金の計上不足 

 

退職給付引当金は、将来の従業員の退職金支出に備えて、過去の勤務実

績に応じて、年度末までに発生した費用を計上することを目的として、負

債に計上するものである。 

当社の従業員退職金制度の一部は、退職金共済機構への掛金積立による

外部拠出金からの支払により充当される。このため、従業員の期末の自己

都合による退職金要支給額から、退職金共済機構からの給付額を控除した

残額を引当計上している。平成 30 年 3 月末では、退職給付引当金として

32,849,335 円が計上されている。 

平成 30 年 3 月末で従業員の退職金の期末自己都合要支給額は

135,581,755 円であり、退職金共済機構への掛金積立に基づく給付額は

78,287,887 円（中退共 47,643,657 円 特退共 30,644,230 円）となってい

る。期末自己都合要支給額からこの退職金共済機構からの給付額を控除し

た金額が要引当額であり、57,293,868 円となる。したがって、当社の退職

給付引当金計上額は、24,444,533 円計上不足である。 

 

講じた措置の

内容 

昨年度までは利益処分により退職給付引当金に代えて、別途積立金によ

り積み立てていました。また、その資金については退職給与引当保険積立

金勘定により確保しています。しかし、福島市包括外部監査の指摘のとお

り平成 30 年度決算（平成 31 年 3 月期）において期末自己都合要支給額を

算定し、退職金共済の支給額を差し引いた金額から算出した不足額 33,725

千円を退職給付引当金勘定に繰り入れ、計上不足を解消しました。 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式３ 

包括外部監査の結果に係る検討報告書 

（現行の事務処理が適当であると判断したもの） 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 

観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ推進室

（福島市観光開発 

株式会社） 

報告書ページ ７９ページ １２ 区 分 意見 

意見の内容 

保険積立金の積立額 

 

前述の退職金共済機構への掛金積立はいわゆる外部拠出金であり、会社

の貸借対照表には計上されていないため、退職給付引当金の計算に当たっ

て、自己都合要支給額から控除される。一方、会社は従業員の退職時の退

職一時金の支払資金を確保するため、従業員を被保険者として、契約者及

び保険金受取人を会社とした積立式の生命保険に加入している。これはい

わば内部拠出金であり、会社の資産として貸借対照表に計上されている。 

この保険の契約内容を確認した結果、保険金の受取人が会社かつ年金型

で分割支給される条件のものが含まれていることが判明した。当社の説明

では、退職金支出に備えてより多くの運用益が見込まれる金融資産を選択

したとのことである。しかし、年金型で分割支給される契約条件の保険は、

一時金として支払われる退職金の資金を確保するための資産としては適

格でない。このため、今後の資産の運用に当たって保険内容を十分に検討

することが望ましい。 

 

検討内容 

 ご意見については十分理解しています。現在契約している商品について

は利回り等を考慮し、2021 年 12 月 27 日の契約期間満了まで継続する予

定です。 

 ただし、今後意見内容を反映した資産運用を検討します。 

 

 

 

 

(1) 意見の内容欄は、監査の結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に  

（要約）と記載すること。 

(2) 検討内容の欄は、改善策について検討したものの、現行の事務処理が適当であると判

断した理由、見解等を記載すること。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 

商業労政課 

(一般財団法人福島市中小

企業福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ) 

報告書ページ ８４ページ １ 区 分 
〇 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

中長期の経営計画の策定 

 

当法人では年間予算は策定されているが、3～5 年の中長期の経営計画は

策定されていない。直前 2 期間の決算数値を見ると、平成 28 年度以後は

事業費の中の利用補助費が 20 百万円程度となり、それ以前の年度に比し

て 6～7 百万円増加しており、結果として正味財産計算書の当期経常増減

額が平成 28 年度は 1,085 千円、平成 29 年度は△1,866 千円と悪化してい

る。平成 29 年度末の純資産額は 115,172 千円であり、このうち基本財産

充当額 50,000 千を除く正味財産は 65,172 千円であることから、正味財産

が安定的に維持可能な事業運営のためには、中長期の経営計画を策定する

ことが必要と考える。（要約） 

 

 

講じた措置の

内容 

今般、平成 31 年 3 月 29 日付で、一般財団法人福島市中小企業福祉サー

ビスセンター中期計画（2019 年度～2023 年度）を策定いたしました。 

 今後、理事や評議員より意見をいただきながら、この計画に沿った適正

な経営計画を図って参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 

商業労政課 

(一般財団法人福島市中小

企業福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ) 

報告書ページ ８４ページ ２（１） 区 分 
 指摘 

〇 意見 

指摘等の内容 

定時評議員会の決議事項 

 

毎年 5 月中旬開催の理事会において、評議員会の議案についての承認を

得ているが、その際、決議事項として事業報告書の承認があげられている。

しかし、評議員会での承認を要する計算書類は貸借対照表、正味財産増減

計算書、その附属明細書であり、事業報告書は報告事項として取り扱うべ

きものであるため、決議事項に含める必要はない（定款第 8 条第 1 項、第

14 条（5））。 

 

 

講じた措置の

内容 

令和元年 5 月 27 日開催の定時評議員会より、承認を要する計算書類は

貸借対照表、正味財産増減計算書、その附属明細書とし、事業報告書は報

告事項として取り扱いをいたしました。 

 今後は、一般財団法人福島市中小企業福祉サービスセンター定款に沿っ

た適正な運営に努めて参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 

商業労政課 

(一般財団法人福島市中小

企業福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ) 

報告書ページ ８５ページ ２（２） 区 分 
〇 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

監事の任期 

 

平成 27 年 4 月 1 日及び 4 月 20 日に選任された 2 名の監事は、いずれ

も前任者の監事が任期途中に辞任したことにより選任された後任監事で

ある。平成 27 年 5 月 28 日に開催の評議員会の議案第 10 号において、こ

の 2 名の監事は任期満了により退任したものとして、再度重任の決議承認

を受けている。定款第 23 条第 3 項の定めにより、後任監事の任期は前任

者の任期満了で終了するが、監事の任期は定款第 23 条第 2 項により「選

任後 4 年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員

会の終結の時まで」とされている。前任の監事 2 名はいずれも平成 24 年

4 月 1 日に選任されているため、定款の定めによると、後任監事の任期満

了は平成 28 年 3 月決算にかかる定時社員総会の日であり、任期満了時期

を平成 27 年 5 月とした当法人の判断は誤りである。 

なお、平成 27 年 4 月に選任された 2 名の監事は、いずれも任期満了前

に退任したため、現状では問題は解消しているが、次期改選の際には任期

満了時期に十分留意すべきである。 

 

講じた措置の

内容 

現状では問題は解消していますが、次期改選の際には任期満了時期に十

分留意し、一般財団法人福島市中小企業福祉サービスセンター定款に沿っ

た適正な運営に努めて参ります。 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 

商業労政課 

(一般財団法人福島市中小

企業福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ) 

報告書ページ ８５ページ ２ 区 分 
 指摘 

〇 意見 

指摘等の内容 

自動継続定期預金証書の更新 

 

定期預金証書の実査を行ったところ、平成 30 年 3 月中に満期日を迎え

る東北労働金庫福島支店の自動継続定期預金証書のうち、証書書替未了の

ものが７口座、預入総額 23,800,000 円ある。自動継続の定期預金につい

ても満期の都度適時証書を更新し、契約内容等を常に最新の情報で確認で

きるようにしておくことが望ましい。 

 

講じた措置の

内容 

定期預金証書を記帳更新いたしました。 

今後は、契約内容等を常に最新の情報で確認できるよう、各口座の満期

日に留意し、適正に対処して参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 
財務部 

商工観光部 

管財課 

企業立地課 

(福島地方土地開発公社) 

報告書ページ １０６ページ ４ 区 分 
〇 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

福島地方土地開発公社（福島市事務所）の公有用地及び完成土地等への今

後の対応 

 

公社が保有する土地の 10 年以上保有額は平成 29 年 3 月末で 9,320百

万円であり、全国の市区町村土地開発公社でワースト 6 位である。 

また、第三期福島地方土地開発公社（福島市事務所）経営健全化計画に

おいても、平成 32 年度末残高として残る公有用地 3,284 百万円及び完成

土地等 3,900 百万円は、監査人の見方では市の事業用地として利用される

可能性や、民間への売却が困難と思われる物件が多い。 

公社の借入金約 80 億円の金利に対して、市からの補助金が平成 25年

度から平成 29 年度までの 5 年総額で 3 億円、毎年平均 6 千万円以上支

出されていることからも、土地の買戻しを早期に実施し、事業化や最終処

分（民間売却）を進めるべきである。（要約） 

講じた措置の

内容 

福島地方土地開発公社が長期にわたって保有している土地に対する金

利負担を軽減し経営健全化を図るため、福島市では同公社（福島市事務所）

経営健全化計画を策定し、懸案事業の解消と計画的な土地の利活用によ

り、簿価の縮減を図ってきました。 

 平成 13年度からの 10か年を計画期間とする第一期計画及び平成 23 年

度からの 7か年を計画期間とする第二期計画においては、事業用地として

活用するため、各事業の進捗状況や財政状況に応じ計画的に土地の買戻し

を行ってきました。 

 平成 30 年度からの 8 か年を計画期間とする第三期計画は、先行取得し

てから 5年以上経過し事業化が困難な用地を対象としており、大変厳しい

目標を掲げて早期の処分に取り組むこととしたところであります。 

 そのため、計画的な買戻しを進めるとともに、庁内各部署との連携を図

りながら他の事業への利活用や民間売却を行うことによる早期解決を目

指して、最大限努めていく方針です。 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 

企業立地課 

(福島地方土地開発

公社) 

報告書ページ １１２ページ ２（１） 区 分 
 指摘 

〇 意見 

指摘等の内容 

未払金と未払費用の区分 

 

金利の未払額が未払金として計上されているが、これは未払費用に計上

することが適切である。（要約） 

 

 

 

 

 

講じた措置の

内容 

令和元年 5 月に調製した平成 30 年度決算において、福島市土地開発基

金に対する未払利息を未払費用に計上するよう処理したところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 

企業立地課 

(福島地方土地開発

公社) 

報告書ページ １１２ページ ２（２） 区 分 
〇 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

支払利息の計上不足 

 

後払いの借入金利息について、平成 30年 3月 31日までの経過利息が負

債及び費用に計上されていない。年度末における未払額は未払費用に計上

すべきである。（要約） 

 

 

 

 

講じた措置の

内容 

令和元年 5月に調製した平成 30年度決算において、一般国道 13号福島

西道路（Ⅱ期）用地に係る借入金に対する経過利息を未払費用に計上する

よう処理したところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 

企業立地課 

(福島地方土地開発

公社) 

報告書ページ １１２ページ ３ 区 分 
〇 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

借入金の長短区分 

 

借入金が全額長期借入金として固定負債に計上されているが、平成 30

年 3月末時点で 1年内返済予定の長期借入金は、流動負債に計上すべきで

ある。（要約） 

 

 

 

 

講じた措置の

内容 

令和元年 5 月に調製した平成 30 年度決算において、借入金の区分を見

直したところです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 財務部 財政課 

報告書ページ １２７ページ （１） 区 分 
○ 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

補助金要綱の見直し 

 

 福島市上水道事業補助金の交付等に関する要綱（以下、この項におい

て「要綱」という。）第 2 条に、補助の対象及び補助金額の定めがある

が、(1)上水道事業経営費等補助金のうち、以下の 2 つの補助金は平成

29 年度の実績が無く、内容からすると補助事業として今後も発生する

可能性は無いものと思われる。要綱は毎年見直しが行われていることか

ら、既に対象事業が完了しているものについては見直すべきである。 

 ①公害を防ぐため整備した脱臭装置（昭和４６～４８年度及び５２～

５４年度に整備したものに限る。）及び汚泥処理施設（昭和５１～

５３年度に整備したものに限る。）に係る資本費に対する補助金 

   補助額 減価償却費及び支払利息の額の２分の１以内の額 

 ⑧弁天山配水池耐震化更新事業（平成２５～２７年度に整備したもの

に係る）に係る事業費に係る事業費に対する補助金 

   補助額 耐用年数を経過した施設の更新・改築事業は除く。）に

係る事業費の４分の１以内の額 

 

 

 

講じた措置の

内容 

 平成３１年４月１日付けで要綱を改正し、指摘を受けた２事業につい

ては削除しました。 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 商業労政課 

報告書ページ １２８ページ （１）① 区 分 
 指摘 

○ 意見 

指摘等の内容 

県補助金の確認 

 

補助金の計算に当たり福島県小規模事業経営支援事業補助金がその計

算基礎となるため、収支決算書に記載された県補助金が該当事業に対す

る補助金額であるかについて補助金の交付決定通知書等の証憑により確

認することが望ましい。（要約） 

 

 

 

 

 

 

 

講じた措置の

内容 

 補助金の交付決定にあたっては、要綱の定めに従い前々年の収支決算

書の確認により行っていました。 

 平成２９年度補助に関しては、福島県小規模事業経営支援事業補助金

決定通知書を確認しました。 

 令和元年度より、福島県小規模事業経営支援事業補助金決定通知書の

写しの提出を要綱に定め、確実な確認を行うこととしました。 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 商業労政課 

報告書ページ １２９ページ （１）② 区 分 
 指摘 

○ 意見 

指摘等の内容 

補助対象経費の確認 

 

要綱第 2条の補助対象経費は、福島商工会議所が作成した「中小企業

相談所特別会計」の収支予算書に記載された経費総額という考え方に基

づいており、予算書に記載された支出項目が補助対象に合致した支出で

あることの検討が行われていない。前期比で著しい増減のある費目や個

別の事業費の内容については、増減の発生原因や支出内容の補助対象と

しての妥当性を確認することが望ましい。 

また、現状では補助対象経費の妥当性の検証は予算実績比較しか行わ

れていないが、前期比で増加した項目や委託費等の項目については個別

に交付の明細を確認した上で、補助対象経費として妥当なものであるの

かどうか確認することが、補助金の有効性や効率性の観点から重要であ

る。予算書と決算数値の比較だけでなく、交付項目の個別の内容まで踏

み込んだ補助対象経費の妥当性の検証を行うことにより、補助対象経費

の削減指導も行っていくことが望ましい。 

講じた措置の

内容 

 補助対象経費の確認にあたっては、収支予算書合計額により判断を行

っていました。 

 当該年度においては、各支出項目の内容を聞き取りにより確認し、補

助対象外経費が含まれていないことを確認しました。 

令和元年度以降においても、予算書に記載された支出項目が補助対象

に合致した支出であることや前期比で著しい増減のある費目や個別の事

業費の内容については、増減の発生原因や支出内容の補助対象としての

妥当性をヒアリングにより確認することとし、解消経費の削減指導も行

っていくこととします。 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 商業労政課 

報告書ページ １２９ページ （２） 区 分 
 指摘 

○ 意見 

指摘等の内容 

財産の処分制限の確認 

 

要綱第 6条に補助事業に係る財産の処分の制限に関する定めがあり、

この規定によると、取得価格が 50万円をこえるものについては、処分

制限期間が 5年と設定されている。福島商工会議所の平成 29年度中小

企業相談所特別会計収支決算書に記載された交付の費用項目と交付額か

らすると、50万円以上の財産は取得していないものと思われる。しか

し、他の年度を含めて、該当する資産の取得及び処分の有無が確認され

ていない。 

要綱第 6条及び福島市補助金等の交付等に関する規則第 20条の定め

では、補助事業により取得した財産の補助金等交付目的に反する使用、

譲渡、交換などを禁止しているのみで、特に報告義務等を課してはいな

い。また、市側での調査等に係る定めも特にない。しかしながら、要綱

等で処分制限がある以上、毎年度、該当資産の取得及び処分の有無につ

いて確認することが望ましい。 

補助事業者からは毎年度、該当する資産取得の有無を市に報告するこ

とを要綱に明記し、必要に応じて対象資産の取得･処分に関する証憑を

確認することが、実務上の対応として考えられる。 

講じた措置の

内容 

 財産の取得については、決算書上の項目により取得の有無を判断して

いました。 

 当該年度においては、聞き取りにより取得していないことを確認しま

した。 

 令和元年度から、要綱に財産取得・処分しようとする場合においては、

あらかじめ市長に報告することを定め、必要に応じて証憑により確認を

行うこととしました。 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 商業労政課 

報告書ページ １３１ページ （１） 区 分 
○ 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

工事に係る補助事業等実績報告書等の提出期日 

 

要綱によると補助事業の完了時には、補助事業等実績報告書に加え、工

事写真や工事代金支払証明書（領収書等）の提出を求めており、その提出

期限は、事業の完了した日から１月を経過した日又は交付決定のあった日

の属する年度の 3月 31日のいずれか早い日とされている。しかし、本事

業に係る工事代金の支払は 7月 10日にずれ込んでおり、要綱の要件を満

たしていない。本事業のように特殊事情により支払や工事完了時期がずれ

込む場合、実質的に 3月末日までに事業が完了していることが確認できる

のであれば、柔軟に補助金の実績報告ができるように、要綱の定めを再検

討すべきと考える。（要約） 

講じた措置の

内容 

 本件は、平成３０年３月５日付けで工事完了を確認、同日実績報告書提

出により、額の確定を行ったものです。要綱において実績報告書への添付

を求めていた工事代金支払証明書（領収書等）が補助事業者総会後の７月

１０日付けとなっているものです。これは総会において組合員負担の同意

を得る必要があったためです。 

 本補助事業は、平成２９年度で終了しているが、今後同様な補助事業の

場合においては、実績報告書は収支決算の見込みによる資料により確認す

ることとし、総会や理事会の終了後に、確定した決算書と証憑により確認

し、実績報告の際に受領した収支決算書との相違がないか確認することと

します。 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 企業立地課 

報告書ページ １３３ページ （１） 区 分 
 指摘 

〇 意見 

指摘等の内容 

補助金等交付申請書並びに添付書類の提出期日 

 

 本助成金の申請は、補助金等交付申請書及び添付書類を、市長が定める

期間内に行わなければならないとされている。 

 この「市長の定める日」は、操業開始日の 1年後を目処に、対象企業に

申請の有無を確認しているが、書面等で申請期日を明示していない。 

補助金交付に係る手続の透明性を確保するため、申請の要件である申請

書類の提出期日については文書により通知することが望ましい。（要約） 

 

 

 

 

 

講じた措置の

内容 

これまで補助対象企業に対して口頭で行っていた申請書類の提出期限

の通知を、令和元年度申請分から文書による通知に変更しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 企業立地課 

報告書ページ １３４ページ （１） 区 分 
〇 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

補助金支給に係る要綱 

 

 土地開発公社借入金利子補給事業費は、他の補助金と異なり、条例や要

綱の定めがない。 

福島市補助金等の交付等に関する規則及び第三期福島地方土地開発公

社（福島市事務所）経営健全化計画が根拠となっているが、その金額の算

定方法や交付の方法などが市民を含めた第三者からもわかるように、明文

規定を置くべきである。（要約） 

 

 

 

 

 

講じた措置の

内容 

「福島地方土地開発公社に対する補助金の交付等に関する要綱」を策定

し、平成 31年 3月 1日付で施行しました。 

平成 30年度分の利子補給事業は同要綱に基づき執行しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 商工観光部 企業立地課 

報告書ページ １３４ページ （２） 区 分 
 指摘 

〇 意見 

指摘等の内容 

補助事業等実績報告書等の確認 

 

 土地開発公社に関して、3月中に予定損益計算書の提出を受けているが、

収支決算書が提出されていない。 

事後的に確定した決算書を入手し、予定損益計算書と比較して大幅な変

動等がないことを確認することが望ましい。（要約） 

 

 

 

 

 

講じた措置の

内容 

「補助金交付事務の基本事項」（令和元年 5月 28日付け 市財政課発出）

に基づき、事後的に入手した対象法人の決算書を確認して、実績報告書と

の相違がないかチェックするよう事務手順を見直しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 農政部 農業振興課 

報告書ページ １３９ページ （１） 区 分 
 指摘 

〇 意見 

指摘等の内容 

補助事業完了時の提出書類 

 

福島市農業振興事業事務取扱要領によると、補助事業等実績報告書の添

付書類として出来高設計書及び図面、工事写真などの提出を求めている

が、現状では工事を含む補助事業がないため、提出を求めていないとのこ

とである。同要領の定めは当補助金の対象事業の内容と整合していないた

め、対象事業の内容に整合するように、同要領の規定を改定することが望

ましい。（要約） 

 

 

 

講じた措置の

内容 

現状の福島市農業振興事業事務取扱要領の定めにおいて、工事を含まな

い事業においても、補助事業等実績報告書の添付書類として出来高設計書

及び図面、工事写真などの提出を求めています。 

工事を含む補助事業を行うことは今後考えられることから、福島市農業

振興事業事務取扱要領の実績報告欄に文言を追加し、補助事業等実績報告

書の添付書類は、工事の場合のみ出来高設計書及び図面、工事写真などの

提出を求めるとしました。 

平成３１年４月１日より福島市農業振興事業事務取扱要領を改正しま

した。 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 健康福祉部 地域福祉課 

報告書ページ １４２ページ （１） 区 分 
○ 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

補助金交付要綱と実際の補助対象経費の不整合 

 

腰の浜会館の館長の人件費の一部に対して補助金を支出しているが、要

綱では協議会に関する人件費は対象とされているが、腰の浜会館の館長の

人件費は含まれていない。したがって、当該補助金支出は要綱の規定に準

拠していない。補助金は要綱に従って算定・支出すべきであり、特定の人

件費等を補助対象に加えるのであれば要綱を改定すべきである。（要約） 

 

 

 

 

講じた措置の

内容 

 ご指摘があった内容については、平成３１年度から新たに始まる指定管

理者制度において、腰の浜会館の館長の人件費はすべて指定管理料の算定

に含めて支出することとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 健康福祉部 地域福祉課 

報告書ページ １４３ページ （２） 区 分 
○ 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

申請期日超過 

 

要綱第 3条において、補助金交付申請書の提出期限は、当該年度の 4月

10日までとなっている。しかし、平成 29年度の補助金交付申請書の提出

日は 4月 13日（受領日も同日）であった。 

要綱に定められた期限を超過して申請が出された場合は補助金申請を

受理できないことになるため、要綱の定めに従って補助金申請日を厳守す

べきである。 

 

 

 

 

講じた措置の

内容 

 平成２９年度の補助金交付申請書の提出日が、要綱の定められた期限を

超過していたにもかかわらず、補助金の交付を行っておりましたが、ご指

摘があったとおり補助金交付要綱に従い、平成３０年度からは期限内の申

請を徹底することとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 健康福祉部 保健所総務課 

報告書ページ １４６ページ （１） 区 分 
〇 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

公的病院等の補助金の算定基準 

 

公的病院等に対する現状の補助金の算定方法は、病床保有数のみを基準

としており稼働状況を加味していない。この結果、平成29 年度の補助金

の実績では、救急搬送患者の実際の受入者数が最も少ない病院に対する補

助金が最大となっている。これは当補助金の趣旨に合致しない面があり、

補助金の有効性の観点から補助金の算定基準を改定すべきである。（要約） 

 

 

 

 

 

講じた措置の

内容 

これまで公的病院における特別交付税の算定基準により算定してきま

したが、ご指摘があったとおり、実際の受入実績と補助額とのバランスの

是正を図る観点から、輪番時間帯における搬送受入れ実績により算定する

よう制度の見直しを図りました。 

見直しにあたっては、１搬送あたりの単価は病院へ調査した結果等をも

とに不採算な輪番当番日の受入れに要する人件費不足分 32,000 円とし、

これに搬送受入れ実績数を乗じたものを補助額としました。 

なお、平成 31年 4月 1日付けで「福島市救急告示病院運営費補助金の

交付等に関する要綱」については改定済みです。 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 健康福祉部 保健所総務課 

報告書ページ １４７ページ （２） 区 分 
〇 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

私的病院の補助金の算定基準 

 

私的病院の補助金算定方法は、上期の救急搬送受入傷病者数を2.05 倍

することになっているが、これはあくまで仮定であるため、救急搬送受入

傷病者数の年間実績が上期の2.05 倍の人数と大きく乖離する場合は、実

績に基づいて補助金額を増減することができるようにすべきである。 

（要約） 

 

 

 

 

講じた措置の

内容 

これまで私的病院における特別交付税の算定基準（前年度の上半期実績

に搬送見込みとして 2.05 を乗じた額を補助金額とする）により算定して

きたところでありますが、ご指摘があったとおり実際の受入れ実績に基づ

いた補助金を交付するよう制度の見直しを図りました。 

見直しにあたっては、公的病院との公平性を図ることから交付基準を同

一としました。 

なお、平成 31年 4月 1日付けで「福島市救急告示病院運営費補助金の

交付等に関する要綱」については改定済みです。 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 こども未来部 幼稚園・保育課 

報告書ページ １５３ページ （１） 区 分 
 指摘 

○ 意見 

指摘等の内容 

補助金交付申請書の提出期日 

 

要綱において補助金交付申請書の提出日は市長が定める期日とされて

いるが、特段明確な期日が定められていないため、補助金の支給に遅延が

生じないよう、事務手続遂行上の申請期日を明確にすることが望ましい。 

（要約） 

 

 

 

 

 

 

講じた措置の

内容 

 平成３１年４月１日付けで要綱を改正し、補助金の交付申請書の提出期

限を５月末日と定めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 こども未来部 幼稚園・保育課 

報告書ページ １５３ページ （２） 区 分 
 指摘 

〇 意見 

指摘等の内容 

補助事業等実績報告書等の提出期日 

 

補助金交付申請時と同様、補助事業等実績報告書等の書類も提出期日が

明確に設定されていないため、書類の提出期日は明確にすることが望まし

い。なお、実績報告の日付は３月３１日だが、３月末時点で確定数値を提

出することは実質的に不可能である。３月末日時点ではいったん見込数値

を入手し、実績数値が確定した段階で見込額との差を調査するなどの方法

が望ましいと考える。また、このような現実的対応が可能となるように、

要綱を改正することが望ましい。（要約） 

 

 

 

 

講じた措置の

内容 

 平成３１年４月１日付けで要綱を改正し、事業遂行の報告書の提出期限

を３月末日と定めました。 

なお、３月末日時点では見込み額での報告も可とし、その場合は実績が

確定次第改めて報告を受け、見込み額との差を調整することとしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 都市政策部 開発建築指導課 

報告書ページ １５７ページ （２） 区 分 
 指摘 

○ 意見 

指摘等の内容 

業務完了の確認 

 

本事業については、実績報告において設計業務の完了を示す書類の添付

が無いため、事業完了日を厳密には判断できないが、業務の完了日を明確

にするため、実績報告書の添付書類として、事業完了の日付を証明する資

料（業務完了報告書、納品書等）の添付を求めることが望ましい。（要約） 

 

 

 

 

 

 

講じた措置の

内容 

 平成２９年度までは設計者から事業者への請求書の日付を事業完了日

としていましたが、平成３０年度からは実績報告書の添付書類として委託

業務完了届の提出を求め、事業完了の日付を明確にしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 市民・文化スポーツ部 文化振興課 

報告書ページ １６４ページ（2） 区 分 
〇 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

指令書の記載事項 

 

事業者に通知した指令書を確認したところ、要綱に明記されている指令

書の記載事項の一部の記載が漏れていた。要綱の定めに従って、指令書へ

の記載を漏れなく行うべきである。（要約） 

 

 

 

 

 

 

 

講じた措置の

内容 

指摘事項となった記載事項を追記し平成３１年度（令和元年度）の指令

書を作成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 



様式１ 

包括外部監査の結果に係る措置通知書 

 

監査実施年度 平成３０年度 対象部局等 市民・文化スポーツ部 スポーツ振興課 

報告書ページ １６６ページ （１） 区 分 
○ 指摘 

 意見 

指摘等の内容 

事業の執行状況等の報告 

 

要綱において期中における事業の執行状況等の報告が求められている

が、実際には期中の執行状況報告書を入手していないことが判明した。要

綱に従い、期中の事業執行状況等を確認すべきである。（要約） 

 

 

 

 

 

 

講じた措置の

内容 

１会計年度の４月から１０月までの執行状況及び１１月から３月まで

の執行見込を市長が定める期日までに市長へ報告しなければならないと

いう要綱第７条の規定について、市及び公益財団法人福島市スポーツ振興

公社の職員双方の認識が不十分であったため、結果的に報告書の市への提

出、市としての報告書の入手が漏れてしまっていました。 

 今後の取り扱いについては、要綱の内容を十分に理解し、市及び公社双

方とも職員に徹底し、遺漏のないよう努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 指摘等の内容欄は、監査結果を移記すること。やむを得ず要約した場合は、文末に   

（要約）と記載すること。 

(2) 講じた措置の内容欄は、措置の内容と併せて実施開始時期又は開始年度等も含めて明

確に記入願います。 


